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令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

①広報紙な
どの媒体を
通じた啓発
の推進

あらゆる年代
や立場の人が
男女共同参画
への理解を深
めるため、広
報紙などの媒
体を通じて啓
発を進めま
す。

門真市男女共同参画推進
条例や第２次かどま男女
共同参画プラン及びプラ
ンの推進状況を広報紙や
HP、セミナー等の多様
な媒体で周知し、男女共
同参画への理解が深まる
ように啓発していく。

①HPに「第2次かどま男女共同参画プラン」「条例」「推進状況等調査シー
ト」を掲載した。また、男女共同参画や女性活躍推進に関する情報について
も発信している。

②HPに掲載することで多くの人に情報提供を行えている。PCのない環境に
ある人に対しても情報を伝えられるよう他の媒体利用についても検討してい
く。

③今後もWESSを中心に男女共同参画に関する広報やセミナーを実施する
等、意識の醸成に努める。

門真市男女共同参画推進
条例や第２次かどま男女
共同参画プラン及びプラ
ンの推進状況を広報紙や
HP、セミナー等の多様
な媒体で周知し、男女共
同参画への理解が深まる
ように啓発していく。

人
権
市
民
相
談
課
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②男女共同
参画に関す
る認識を深
める機会の
充実

講座などを開
催し、男女共
同参画に関す
る認識を深め
る機会の充実
に努めます。

男女共同参画週間のみな
らず、あらゆる機会を捉
えて男女共同参画に関す
る認識を深める機会を提
供する。
市民が多く利用する大和
田・古川橋・門真市駅で
啓発キャンペーンを開催
し、より多くの市民に男
女共同参画に関する情報
を提供することに努め
る。

①新型コロナ拡大防止のため、駅での啓発キャンペーンは中止し、40施設に
啓発用ポケットティッシュの配架協力依頼をした。また、「男女共同参画週
間」懸垂幕を6月１日～29日に市庁舎へ掲揚した。

②懸垂幕・ポケットティッシュにて男女共同参画の周知が出来た。

③今後も情勢に合わせて男女共同参画の認識を深める機会の充実に努める。

男女共同参画週間だけで
なく、あらゆる機会を捉
えて男女共同参画に関す
る認識を深める機会を提
供する。
また、新型コロナ拡大防
止のため、駅での啓発
キャンペーンは２年度同
様中止とし、ポケット
ティッシュの配架と懸垂
幕の掲揚をする。
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③人権尊重
意識を高め
る機会の充
実

講座などを開
催し、人権尊
重意識を高め
る機会の充実
に努めます。
また、性的マ
イノリティや
性の多様性も
含め、人権尊
重意識を高め
るための機会
の確保とその
内容の充実に
努めます。

様々な人権課題につい
て、国や大阪府などの動
向を注視しテーマを考え
るとともに、参加形式の
みならず様々な手法を検
討し、人権意識の向上に
努める。

①啓発月間・週間等に合わせ３回講座を開催し121人以上の参加があった。
「戦後75年　戦時中のくらし展」（84人参加）、「ハラスメント対策の基
礎知識～みんなが働きやすい職場に～」（37人参加）、「考えようみんなの
人権」人権啓発パネル展」（参加人数未把握）
※いずれも男女比未把握

②講座は新型コロナ感染拡大防止のため２回中止となった。1回平均40人で
はあるものの、単純な経年比較は難しい状況となった（前年度１回平均35
人）。

③新型コロナの影響により一部の講座を中止せざるを得ず、当初想定した人
数より大幅に減少した。啓発を講座等のみに頼るのではなく、コロナ禍でも
実施していく手段を検討する必要がある。

様々な人権課題につい
て、国や大阪府等の動向
を注視しテーマを考える
とともに、参加形式のみ
ならず様々な手法を検討
し、人権意識の向上に努
める。
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④男女等の
人権を尊重
した表現の
推進

広報紙やチラ
シ、パンフ
レットなどの
媒体におい
て、男女等の
人権を尊重し
た表現の推進
に努めます。

広報紙やチラシ、パンフ
レット等に男女の人権尊
重の視点から、適切な表
現を使用するよう努める
とともに、庁内各課が行
う男女の表現行為が適切
に運用されているか必要
な配慮を行う。

①「表現ハンドブック　考えてみませんかよりよい表現～人権尊重のために
～」をHPに常時公開するとともに、男女の人権尊重の視点から、適切な表現
を使用するように努めた。人権に関するポスター貼付について庁内周知に努
めている。また、各課からの問い合わせに助言し、全庁的に人権を尊重した
表現が行われるよう取り組んだ。

②各課からの表現に関する問い合わせが引き続き増加しており、人権に配慮
しようとする意識がより広がってきている。

③庁内はもちろん、市民にも人権を尊重した表現が定着するよう「表現ハン
ドブック」等を活用し啓発に取り組む。

広報紙やチラシ、パンフ
レット等に男女の人権尊
重の視点から、適切な表
現を使用するよう努め
る。また、各課が行う男
女の表現行為が適切に運
用されているか必要な配
慮・助言を行う。
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施策２ 地域団体、
企業などと
一体となっ
た啓発を進
める

①地域団
体、企業な
どに対する
働きかけ

地域団体や企
業などに対
し、男女共同
参画社会の実
現に向けた取
り組みが推進
されるよう
に、働きかけ
ます。

市内企業や地域団体を対
象に、幅広く男女共同参
画や女性活躍推進に関す
る周知啓発に努める。

①門真市企業人権推進連絡会会員に対して、公正な採用選考に関する啓発チ
ラシの配布や人権啓発講座等を周知した。門真市企業人権推進連絡会会員を
始め地域団体、市民を対象に「ハラスメント」に関する人権講座を予定して
いたが、コロナ禍により中止となった。

②コロナ禍により様々な啓発講座の開催中止やオンライン開催となる等、周
知の機会が減少した。

③状況に応じた周知啓発の手法を検討する必要がある。

市内企業や地域団体を対
象に、幅広く男女共同参
画や女性活躍推進に関す
る周知啓発に努める。

コロナ禍によって啓発講座の開
催中止やオンライン開催になっ
たのは残念であるが、オンライ
ン開催したものの録画（動画）
等を市HPに掲載し、それを紹介
する等、周知啓発の手法を検討
していただきたい。

また、ネットの環境のない市民
に向けては、動画を庁内や市の
各種施設の視聴覚機器を通して
見せる等、工夫していただきた
い。
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①大阪府等
関係機関と
の連携によ
る男女共同
参画に関す
る情報の収
集と提供

あらゆる場面
で男女共同参
画の意識が醸
成されるよ
う、大阪府等
関係機関と連
携し、情報の
収集や提供に
努めます。

引き続き、国や大阪府等
関係機関との連携によ
り、男女共同参画に関す
る情報収集に努め、市民
に提供する。

①大阪府やハローワークが実施するセミナー等のチラシや、内閣府発行の月
間総合情報誌「共同参画」を人権市民相談課やWESSの啓発コーナーに配架
した。また、HPで女性の活躍・両立支援サイト（厚労省委託事業）を引き続
き紹介し、市内企業の行動計画や取り組みを見ることが出来るようにしてい
る。

②HPに男女共同参画に関する企業の取り組みや各市の情報を掲載することで
男女共同参画社会の実現を目指す意識が醸成できた。
　
③多くの情報を収集し、セミナー実施時等も含め、あらゆる機会を捉えて情
報提供に努める。

引き続き、国や大阪府等
関係機関との連携によ
り、男女共同参画に関す
る情報収集に努め、市民
に提供する。
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②メディア
を活用した
男女共同参
画の推進

メディアの発
信する内容を
主体的に選択
し、読み解
き、活用でき
る能力の向上
を図るため、
関係課や大阪
府等関係機関
などと連携し
た取り組みを
進めます。

HPや広報紙、チラシな
ど様々な手段を活用し、
関係機関から収集した男
女共同参画に係る情報を
より多くの市民に提供す
るよう努める。

①HPで内閣府男女共同参画局と大阪府の該当ページや女性の活躍・両立支援
サイト（厚労省委託事業）を紹介しているほか、男女共同参画に関する様々
な取り組みの情報を提供している。

②HPで紹介していることで、男女共同参画に関する取り組みや情報等を広く
周知できた。

③引き続き関係課・機関と連絡を密にし、最新情報の収集や提供に努める必
要がある。

HP、広報紙、チラシ等
の様々な手段を活用し、
関係機関から収集した男
女共同参画に係る情報を
より多くの市民に提供す
るよう努める。 人

権
市
民
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（１）男女共同参画への理解が
深まるように、広報紙やHP、セ
ミナー等の多様な媒体を活用し
て積極的に啓発していること、
コロナ禍という困難な状況の中
でも、（２）「男女共同参画週
間」懸垂幕の掲揚や駅での啓発
キャンペーンの代替策としてポ
ケットティッシュの配架をする
等、工夫をしながら取り組んで
いること、（３）啓発月間・週
間等に合わせ３回の講座を開催
したこと、（４）庁内各課にお
いて、男女の人権尊重の視点か
ら適切な表現を使用することに
関する意識が高まるとともに助
言の体制が整いつつあることに
ついては、高く評価できる。

今後も引き続き、WESSを中心
に広報やセミナーを実施すると
ともに、市民が多く利用する駅
等での啓発活動・情報提供等を
実施し、イベント等の参加者数
の増大とともに、意識の醸成に
努めていただきたい。

コロナ禍のような困難な状況下
でも、オンライン講座等の啓発
手段についても検討していただ
きたい。

例えば、オンライン開催したも
のの録画（動画）等を市HPに掲
載し、それを紹介する等、周知
啓発の手法を検討していただき
たい。

また、インターネット環境のな
い市民に向けては、動画を庁内
や市の各種施設の視聴覚機器を
通して見せる等、工夫していた
だきたい。

また、庁内各課が行う表現行為
は、多くの市民の目に触れるも
のであるので、ジェンダー・バ
イアスの再生産等につながるも
のであっては絶対ならない。庁
内各課の表現行為が適切なもの
となっているかどうかについ
て、引き続き、きめ細かに注
視・助言していただきたい。ま
た、市民にも人権を尊重した表
現が定着するよう「表現ハンド
ブック」等を活用して啓発に取
り組んでいただきたい。

チラシや情報誌を、人権市民相
談課やWESSの啓発コーナーに
配架したり、市HPを活用して内
閣府男女共同参画局と大阪府の
該当ページや女性の活躍・両立
支援サイト（厚労省委託事業）
を紹介したりする等、様々な情
報を積極的に提供していること
は評価できる。

今後も引き続き、関係課や関係
機関と連絡を密にして、最新の
情報を収集し、必要としている
情報が、必要としている市民に
届くように、適切かつ効果的に
情報提供していただきたい。

男女共同参
画に関する
情報を収集
し、提供す
る

1

3

施策１

施策

方
針
１
　
男
女
共
同
参
画
の
意
識
づ
く
り

身近な問題
として、市
民に理解と
共感を広げ
る

施策３
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基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点
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事業
番号

施策
番号

施策

①男女共同
参画意識を
育む保育の
推進

保育所におい
て、男女共同
参画と一人ひ
とりの個性の
尊重を基本と
する保育を進
めます。

保育所保育指針に基づく
子どもの個性を尊重した
保育を実施する。

①保育所保育指針の趣旨に基づき、子ども一人ひとりの個性を尊重し、その
能力を発揮できる環境づくりを園全体の取り組みとして展開した。

②園生活や遊びを通じ、子どもが性別にとらわれず個性を尊重する意識づく
りが図られた。

③今後も、子どもへの言葉かけなどを通じ、男女共同参画と一人ひとりの個
性を尊重する意識が醸成されるよう、子どもの心の育成に配慮していきた
い。

保育所保育指針に基づく
子どもの個性を尊重した
保育を実施する。

保
育
幼
稚
園
課
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②保育所職
員研修の充
実

保育所職員に
対し、男女共
同参画の視点
に立った保育
が進められる
よう、研修を
充実します。

男女共同参画の視点に
立った保育を推進するた
めの研修への参加促進及
び企画・実践をする。

①男女共同参画の視点に立った保育を実践していくため、研修参加が可能な
体制を整備し、各種研修への参加を促した。

②研修の参加者のみならず、報告を通じて園全体で研修内容を共有し、研修
の成果をより効果的に発揮することができた。

③外部研修への参加促進を図るのみならず、男女共同参画の意識の醸成に資
する研修の企画・実践を図っていきたい。
・ハラスメント対策の基礎知識～みんなが働きやすい職場に～（１名参加）
・子どもとともにこの世界の危機を生きる～子どもをめぐる思想～（１名参
加）

男女共同参画の視点に
立った保育を推進するた
めの研修への参加促進及
び企画・実践をする。

保
育
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稚
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幼稚園におい
て、男女共同
参画と一人ひ
とりの個性の
尊重を基本と
する教育を進
めます。ま
た、性別にと
らわれず、男
女が主体的な
選択を可能に
するための個
性や能力を尊
重した進路・
生徒指導を進
めます。

幼稚園教育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

①幼稚園教育要領の趣旨に基づき、園全体で男女共同参画と一人ひとりの個
性の尊重を基本とした幼児教育を展開した。

②男女共同参画と園児それぞれの個性を尊重するため、職員間で情報共有を
図り、一体的な取り組みを行うことにより、性別にとらわれず個性を尊重す
る視点に立った教育を実践した。

③より男女参画と個性を尊重する意識の向上に向けた、実践的、かつ発達段
階に応じた取り組みを推進していきたい。

幼稚園教育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

保
育
幼
稚
園
課

10

こども園にお
いて、男女共
同参画と一人
ひとりの個性
の尊重を基本
とする教育を
進めます。ま
た、性別にと
らわれず、男
女が主体的な
選択を可能に
するための個
性や能力を尊
重した進路・
生徒指導を進
めます。

幼保連携型認定こども園
教育・保育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

①幼保連携型認定こども園教育・保育要領の趣旨に基づき、園全体で男女共
同参画と一人ひとりの個性の尊重を基本とした幼児教育を展開した。

②男女共同参画と園児それぞれの個性を尊重するため、職員間で情報共有を
図り、一体的な取り組みを行うことにより、性別にとらわれず個性を尊重す
る視点に立った教育を実践した。

③より男女参画と個性を尊重する意識の向上に向けた、実践的、かつ発達段
階に応じた取り組みを推進していきたい。

幼保連携型認定こども園
教育・保育要領に基づく
子どもの個性を尊重した
幼児教育を実施する。

保
育
幼
稚
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学校におい
て、男女共同
参画と一人ひ
とりの個性の
尊重を基本と
する教育を進
めます。ま
た、性別にと
らわれず、男
女が主体的な
選択を可能に
するための個
性や能力を尊
重した進路・
生徒指導を進
めます。

男女共同参画と一人ひと
りの個性の尊重を基本と
した教育を推進するた
め、男女平等教育推進委
員会等において情報共有
や意見交流、拡大学習会
等を継続して行い、進
路・生徒指導を含めた
様々な取り組みを推進す
る。

①男女平等教育推進委員会については、新型コロナ感染拡大防止のため中止としたことによ
り、集合しての情報共有、意見交流及び拡大学習会は実施していない。令和元年度（2019
年度）の各校における取組状況の取りまとめについては、他の男女共同参画に関する資料と
併せて資料送付の形をとった。小・中学校における男女共同参画意識を育む教育の推進につ
いては、各校の実情に応じて可能な範囲で実施することとした。

②男女平等教育推進委員会の内容を各校に広める形での男女共同参画に関する取り組みは実
施できなかった。また、臨時休校の影響もあり、各校において授業時間数の確保が非常に厳
しい状況だったため、男女共同参画に特化した人権学習の時間確保が難しかった。
一方で、20校中13校が、社会科や総合的な学習の時間等の発展学習として、男女共同参画
に関する授業や取り組みを実施できたことは、一定の成果であると捉えている。

③令和2年度（2020年度）の男女平等教育推進委員会については、中止と資料送付の形を
とったが、ICT機器を活用した情報交流や拡大学習会を企画・運営することが出来なかっ
た。コロナ禍において、男女間の不平等を含めた様々な課題や差別が表出しているからこ
そ、男女共同参画意識を育む教育を含めた人権教育を進める必要がある。

男女共同参画と一人ひと
りの個性の尊重を基本と
した教育を推進するた
め、男女平等教育推進委
員会等において情報共
有、実践交流、拡大学習
会等を開催方法を工夫し
て行い、進路・生徒指導
を含めた様々な取り組み
を推進する。

学
校
教
育
課
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学校教職員に
対し、男女共
同参画の視点
に立った教育
が進められる
よう、研修を
充実します。

男女平等教育推進委員会
を中心に、各校での充実
した授業実践につながる
ように、教材等の情報提
供や、課題に即した拡大
学習会を継続して実施す
る。

①男女平等教育推進委員会は中止としたが、第２次門真男女共同参画プラン
をはじめ、様々な国・大阪府の条例、通知、事例集及びパンフレットを、資
料提供の形で送付し、各校の男女平等教育推進委員から教職員に対して周知
した。拡大学習会や、男女共同参画に関する教材の送付は実施できなかった
が、性の多様性に関しては、令和元年（2019年）に大阪府の性の多様性理
解増進条例が施行されたこともあり、７種類以上の教材や資料を送付した。

②新型コロナの影響もあり、教職員の十分な学びの場を提供することが出来
なかったが、20校中11校において、男女共同参画に関する校内研修を実施
することはできた。

③令和2年度（2020年度）の男女平等教育推進委員会については、中止と
資料送付の形をとったが、ICT機器を活用した情報交流や拡大学習会を企
画・運営することが出来なかった。

男女平等教育推進委員会
を中心に、各校での充実
した授業実践につながる
ように、教材等の情報提
供や、課題に即した拡大
学習会を開催方法を工夫
して実施する。 学

校
教
育
課
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幼稚園職員に
対し、男女共
同参画の視点
に立った教育
が進められる
よう、研修を
充実します。

男女平等教育の推進につ
いて、各園での実践につ
ながる教職員研修を実施
する。

①園内人権研修を通じて子どもへの理解を深め、男女平等教育を推進した。
・「子どもからスタートする資質・能力を育成する教育デザイン」（12名参
加）
　
②男女の区別と差別の違いに対する教職員の意識を高めることができた。

③男女共同参画の視点に立った、研修の企画・実践的な取り組み、その為の
外部研修への参加を図っていきたい。
・人権問題研修「新型コロナウイルス感染症問題」（1名参加）
・ワーク・ライフ・バランス「ハラスメント対策の基礎知識」（1名参加）
・就学前人権教育研究協議会「人権尊重の観点に立った就学前教育の今日的
課題の解決に向けて」（1名参加）
・大阪府幼児教育フォーラム「保護者との協同子育てとは」（1名参加）

男女平等教育の推進につ
いて、各園での実践につ
ながる教職員研修を実施
する。

保
育
幼
稚
園
課
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（１）保育所保育指針の趣旨や
幼稚園教育要領の趣旨、幼保連
携型認定こども園教育・保育要
領の趣旨、門真市教育大綱の趣
旨に基づき、子ども一人ひとり
の個性が性別にとらわれること
なく尊重されるような保育、幼
児教育が行われていると評価で
きる。

今後も引き続き、男女共同参画
の視点に立った、水準の高い保
育・幼児教育・学校教育を推進
していただきたい。

（２）コロナ禍という厳しい環
境下でも、園内・学校内研修だ
けでなく、外部研修への参加促
進等、可能な範囲内で精力的に
取り組むとともに、研修内容の
共有・授業実践での活用を図っ
ていることは評価できる。

研修は参加者個人だけでなく組
織にとって非常に重要であるの
で、今後も、研修への参加促
進、研修内容の共有化、研修内
容の実践の場での活用を図り、
男女共同参画の視点に立った実
践的な取り組みを継続していた
だきたい。

（３）男女平等教育推進委員会
の中止や臨時休校による授業時
間数の確保が困難という厳しい
状況であったとはいえ、20校中
13校が、社会科や総合的な学習
の時間等の発展学習として、男
女共同参画に関する授業や取り
組みを実施したことは、大きな
成果であると評価できる。コロ
ナ禍という状況が令和3年度中
も続くことが予測されるのであ
れば、ICT機器を活用した情報
交流や拡大学習会を企画・運営
することを早めに検討し、準備
してはどうか。

（４）キャリア教育の推進に関
しては、職場体験学習や大学で
の体験学習、キャリア教育担当
者連絡会開催等、実践的な取組
の積み重ねを通じて、キャリア
教育の必要性が浸透しつつある
ことは評価できる。今後も引き
続き、教育活動全体でキャリア
教育を展開するとともに、キャ
リア・パスポートの効果的な活
用や、小・中学校の系統的なカ
リキュラム作成を通して、キャ
リア教育を充実させていただき
たい。
市HPや小中学校HPを活用し、
市民に対して積極的に広報を行
なうことが望まれる。将来的に
は、定期的にアセスメントする
ことを通して、カリキュラム・
マネジメントを適切に行うこと
が望まれる。

（５）コロナ禍の中で十分な啓
発活動ができず、可能な範囲内
での情報提供となったのは残念
ではあるが、今後も引き続き、
男女共同参画に関する学校園で
の取組みを、懇談、行事、ＰＴ
Ａ活動等あらゆる機会を活用し
て保護者に周知することを通し
て、男女共同参画の視点に立っ
た「保育・幼児教育・学校教
育」「保護者活動」「家庭教
育」の重要性について啓発を推
進していただきたい。コロナ禍
という困難な状況のため、教職
員の加重負担も考慮しなければ
ならないが、様々な機会に様々
な手法を工夫して、保護者に対
する男女共同参画社会の啓発の
推進に取り組んでいただきた
い。

③男女共同
参画意識を
育む教育の
推進

4施策1 保育所・幼
稚園・学校
などにおい
て、男女共
同参画意識
を育む

④幼稚園・
学校教職員
研修の充実

方
針
2
　
多
様
な
選
択
を
可
能
に
す
る
教
育
・
学
習
の
推
進



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

こども園職員
に対し、男女
共同参画の視
点に立った保
育・教育が進
められるよ
う、研修を充
実します。

男女共同参画の視点に
立った保育・教育を推進
するための研修への参加
促進及び企画・実践をす
る。

①男女共同参画の視点に立った保育・教育を実践していくため、研修参加が
可能な体制を整備し、各種研修への参加を促した。

②研修の参加者のみならず、報告を通じて園全体で研修内容を共有し、男女
の区別と差別の違いに対する教職員の意識を高めることなど、研修の成果を
より効果的に発揮することができた。

③外部研修への参加促進を図るのみならず、男女共同参画の意識の醸成に資
する研修の企画・より実践な取り組みを図っていきたい。
・子どもの権利が尊重された保育・教育について（２名参加）

男女共同参画の視点に
立った保育・教育を推進
するための研修への参加
促進及び企画、実践につ
ながる職員研修を実施す
る。
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⑤キャリア
教育の推進

子どもたちが将来
の夢や希望をしっ
かりと描き、学ぶ
ことや働くことへ
の意欲や目的をよ
り確かなものにす
るために、引き続
き中学校で行われ
る職場体験学習を
より充実させると
ともに、各中学校
区においては、
小・中学校の一貫
した系統的なカリ
キュラムによる
キャリア教育を研
究し、実践を進め
ます。

キャリア教育を教育活動
全体で行っていくととも
に、各中学校区において
は、キャリア・パスポー
トの効果的な活用や、
小・中学校の系統的なカ
リキュラム作成を通し
て、キャリア教育の取組
を充実させていく。

①小・中学校の教員を対象にキャリア教育担当者連絡会を開催し、令和2年
度より活用が始まった「キャリア・パスポート」についての説明や、キャリ
ア教育の基本的な考え方についての説明を行った。

②キャリア教育担当者連絡会を中心に、キャリア教育の必要性については理
解が深まってきており、中学校区で実践を積み重ねていくことについても定
着してきている。

③全ての教育活動の中でキャリア教育を意識した授業や行事を実施するた
め、キャリア教育についての理解を、引き続き教職員全体に浸透させていく
必要がある。中学校区のめざす子ども像を念頭においた指導計画等の作成
や、キャリア・パスポートの様式の統一を行い、系統的な指導を推進する必
要がある。

キャリア・パスポートに
ついて、各校による取り
組みの交流等を通して、
効果的な活用方法を考え
ていく。また、小・中学
校の系統的なカリキュラ
ム作成を通して、キャリ
ア教育の取り組みを充実
させていく。

学
校
教
育
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あらゆる機会を通じ、更
なる保護者の男女共同参
画促進に向けた啓発・助
言等を推進する。

①懇談や行事などの機会をとらえ、男女共同参画の啓発に努めるとともに、
男女共同参画の視点で保護者会活動が運営されるよう助言等に努めた。ま
た、子どもに関する相談を通じ、各家庭が抱える問題について適切に対応す
るとともに、必要に応じて関係機関と連携し、支援に取り組んだ。

②保護者間において男女共同参画の意識が高まってきており、行事参加や子
どもの送迎、家庭が抱える問題などにおいて父母がともに関わる家庭が増加
している。

③すべての保護者が男女共同参画の視点に立った活動を実践されるよう今後
とも、あらゆる機会をとらえ、啓発に努めていきたい。

あらゆる機会を通じ、更
なる保護者の男女共同参
画促進に向けた啓発・助
言等を推進する。

保
育
幼
稚
園
課
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男女共同参画の視点に
立った家庭教育の重要性
についての啓発が進むよ
う、また、各学校での取
組みをPTA活動を通し
て周知できるよう、男女
平等教育推進委員会等で
の情報共有や、家庭教育
に関する研修の情報提供
を行う。

①新型コロナの影響もあり、PTA活動を通した家庭教育の重要性についての
啓発はできなかった。また、男女平等教育推進委員会での情報共有もできな
かったが、家庭教育に関する大阪府や各種団体が主催する研修については、
可能な範囲で情報提供を行った。

②男女共同参画の視点に立った家庭教育の重要性についての啓発が進むよ
う、可能な範囲では情報提供ができた。

③男女共同参画推進に関して、保護者の意識を高めるため、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況にも注視しながら、PTAの学習会等を通して保護者へ
の啓発が進むよう、取り組みを進める必要がある。

男女共同参画の視点に
立った家庭教育の重要性
についての啓発が進むよ
う、また、各学校での取
組みをPTA活動を通し
て周知できるよう、新型
コロナの拡大状況に注視
しながら、男女平等教育
推進委員会等での情報共
有や、家庭教育に関する
研修の情報提供を行う。

学
校
教
育
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①男女等の
エンパワー
メントや
チャレンジ
のための能
力開発や学
習機会の充
実

男女が個性と
能力を発揮で
きるように、
意識啓発を行
うとともに、
能力開発や技
術の向上のた
めの講座など
学習機会の提
供の充実に努
めます。

文化活動面においては女
性の参画が顕著であるも
のの男性の活動があまり
活発ではないため、男女
共同参画の趣旨に鑑み、
学習機会の確保を図り、
男性の参画をさらに促進
していく。また、学習機
会の充実を図るためにも
受身の学習活動だけでは
なく、学んだ成果を積極
的に活用することができ
るアウトリーチ活動など
により学習の深化を目指
していきたい。

①新型コロナ感染拡大のため、各地で文化芸術活動や発表を差し控える中、
各文化施設・社会教育施設での活動を継続してできるように、感染拡大防止
策を講じつつ、利用者へ利用におけるアドバイスを行ったり、ルミエール
ホールでは、ホールでの本番利用のみ利用料金の半額を補助したりした。

②ルミエールホールにおける補助交付の結果、ホールの利用率が上がり、文
化芸術活動の継続の支援ができたと思われる。

③感染拡大防止策を引き続き行いながら、イベントの再開や実施方法等を見
直していくべきと考える。

文化活動の継続支援及び
学習機会の確保を図るよ
う、各文化施設・社会教
育施設の指定管理者と連
携して行っていく。

生
涯
学
習
課
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②男性の家
庭生活や地
域活動への
参加を促進
する機会の
充実

子育て期の父
親のみなら
ず、退職後の
男性などが子
育てや介護、
料理などが必
要になったと
きにも困らな
いように、知
識や技術習得
のための教室
を開催しま
す。

地域包括支援センター、
シルバー人材センターと
連携し、退職後の男性向
けに「男性料理教室」を
企画したが、災害により
2回延期しているので、
これについては是非実現
したい。

①新型コロナ拡大防止のため「男性料理教室」を中止した。

②中止に至るまで、関係所管と連絡を取りながら準備を進めていた。

③今回の中止を含めて、これまでに３回中止となったことから、イベント内
容・実施方法について見直していく必要がある。

引き続き指定管理者と連
携しながら、男性の家庭
生活や地域活動への参加
促す機会の充実を図って
いく。

生
涯
学
習
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（１）保育所保育指針の趣旨や
幼稚園教育要領の趣旨、幼保連
携型認定こども園教育・保育要
領の趣旨、門真市教育大綱の趣
旨に基づき、子ども一人ひとり
の個性が性別にとらわれること
なく尊重されるような保育、幼
児教育が行われていると評価で
きる。

今後も引き続き、男女共同参画
の視点に立った、水準の高い保
育・幼児教育・学校教育を推進
していただきたい。

（２）コロナ禍という厳しい環
境下でも、園内・学校内研修だ
けでなく、外部研修への参加促
進等、可能な範囲内で精力的に
取り組むとともに、研修内容の
共有・授業実践での活用を図っ
ていることは評価できる。

研修は参加者個人だけでなく組
織にとって非常に重要であるの
で、今後も、研修への参加促
進、研修内容の共有化、研修内
容の実践の場での活用を図り、
男女共同参画の視点に立った実
践的な取り組みを継続していた
だきたい。

（３）男女平等教育推進委員会
の中止や臨時休校による授業時
間数の確保が困難という厳しい
状況であったとはいえ、20校中
13校が、社会科や総合的な学習
の時間等の発展学習として、男
女共同参画に関する授業や取り
組みを実施したことは、大きな
成果であると評価できる。コロ
ナ禍という状況が令和3年度中
も続くことが予測されるのであ
れば、ICT機器を活用した情報
交流や拡大学習会を企画・運営
することを早めに検討し、準備
してはどうか。

（４）キャリア教育の推進に関
しては、職場体験学習や大学で
の体験学習、キャリア教育担当
者連絡会開催等、実践的な取組
の積み重ねを通じて、キャリア
教育の必要性が浸透しつつある
ことは評価できる。今後も引き
続き、教育活動全体でキャリア
教育を展開するとともに、キャ
リア・パスポートの効果的な活
用や、小・中学校の系統的なカ
リキュラム作成を通して、キャ
リア教育を充実させていただき
たい。
市HPや小中学校HPを活用し、
市民に対して積極的に広報を行
なうことが望まれる。将来的に
は、定期的にアセスメントする
ことを通して、カリキュラム・
マネジメントを適切に行うこと
が望まれる。

（５）コロナ禍の中で十分な啓
発活動ができず、可能な範囲内
での情報提供となったのは残念
ではあるが、今後も引き続き、
男女共同参画に関する学校園で
の取組みを、懇談、行事、ＰＴ
Ａ活動等あらゆる機会を活用し
て保護者に周知することを通し
て、男女共同参画の視点に立っ
た「保育・幼児教育・学校教
育」「保護者活動」「家庭教
育」の重要性について啓発を推
進していただきたい。コロナ禍
という困難な状況のため、教職
員の加重負担も考慮しなければ
ならないが、様々な機会に様々
な手法を工夫して、保護者に対
する男女共同参画社会の啓発の
推進に取り組んでいただきた
い。

新型コロナの拡大に伴い、なか
なか活動できない中でも準備を
進めて取り組んでいた様子がう
かがえる。

アフターコロナのためにも今回
得ることができた経験を活かし
ながら、女だから、男だから、
ではなく、それぞれの個性と能
力が発揮できる学習機会、活動
を進めていけるよう、イベント
の実施方法にも工夫を凝らして
いただきたい。

男女共同参
画を進める
多様な学習
機会を提供
する

4

5

保育所や幼稚
園、学校など
における男女
共同参画や子
どもにとって
の男女共同参
画などについ
て、ＰＴＡ活
動の中で理解
を深められる
よう啓発する
とともに、男
女共同参画の
視点に立った
保護者会活動
などへの働き
かけを進めま
す。また、男
女共同参画の
視点に立った
家庭教育の重
要性につい
て、啓発を進
めます。

施策1 保育所・幼
稚園・学校
などにおい
て、男女共
同参画意識
を育む

④幼稚園・
学校教職員
研修の充実

⑥保護者に
対する男女
共同参画社
会の啓発の
推進

施策2

方
針
2
　
多
様
な
選
択
を
可
能
に
す
る
教
育
・
学
習
の
推
進



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

①市民に対
するＤＶや
セクシュア
ル・ハラス
メントなど
の啓発の推
進

市民に対し、
ＤＶやセク
シュアル・ハ
ラスメントな
ど、男女間等
における暴力
をなくすた
め、啓発を進
めます。ま
た、売買春や
ストーカーな
ど女性の人権
を侵害する行
為について、
認識を高める
ための啓発を
進めます。

啓発事業等において、売
買春やストーカーなど女
性の人権を侵害する行為
について、認識を高める
ための取り組みを進め
る。また、女性に対する
暴力をなくすため、啓発
に努める。

①WESSにおいて「女性のための相談」を実施していることを年３回（４月
号～６月号）広報紙で周知したほか、HPのトップページの「さまざまな相
談」バナーから、２クリックで相談に関する情報にアクセスできるよう工夫
している。また、11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間に啓発用ポ
ケットティシュを市内40カ所に配架し、WESS内をパープルリボンで装飾
した。更にHPに女性の健康と権利に関する記事を掲載している。

②HPや広報紙、ポケットティッシュの配架、WESSでの啓発活動により、
女性の権利や女性に対する暴力の相談窓口に関する情報提供が出来た。

③継続して情報提供に努め、DVやセクハラに関するセミナーや講座等を開
催し、広く啓発に取り組む。

啓発事業等において、売
買春やストーカー等、女
性の人権を侵害する行為
について、認識を高める
ための取り組みを進め
る。また、女性に対する
暴力をなくすため、啓発
に努める。

人
権
市
民
相
談
課
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②企業に対
するセク
シュアル・
ハラスメン
トなどの啓
発の推進

企業に対し、
職場における
セクシュア
ル・ハラスメ
ントに対する
理解と認識を
深めるための
啓発を進めま
す。

市内企業にハラスメント
に関する研修を実施し、
HPなどへ周知啓発記事
を掲載するほか、女性サ
ポートステーションや人
権市民相談課にハラスメ
ントに関するチラシ・パ
ンフレット等の配架を行
い周知啓発に努める。

①門真市企業人権推進連絡会会員を始め地域団体、市民を対象とした「ハラ
スメント」に関する人権講座がコロナ禍により中止となったものの、大阪企
業人権協議会が主催するパワハラ研修を門真市企業人権推進連絡会会員に対
して案内し、１社が受講した。

②コロナ禍により様々な啓発講座の開催の中止やオンライン開催となり、受
講する機会が減少した。

③引き続きハラスメントについての理解増進のための周知啓発に努める。

今後もハラスメントにつ
いての理解増進のための
周知啓発に努める。

人
権
市
民
相
談
課
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③教職員に
対するセク
シュアル・
ハラスメン
トなどの啓
発の推進

教職員に対
し、児童・生
徒に対するセ
クシュアル・
ハラスメント
を防止するた
め、児童・生
徒のための相
談体制の整備
や、管理職を
はじめとした
教職員の研修
の充実を図り
ます。

教職員が正しい知識を身
につけ、児童・生徒の立
場に立った問題意識をも
てるよう、管理職をはじ
めとした教職員の研修を
充実させるとともに、児
童・生徒のための相談体
制の整備を推進する。

①８月に本市の「学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止指針」を改
訂した。内容としては、教職員間のセクハラ防止に関する部分と、教職員か
ら児童・生徒に対するセクハラ防止に関する部分から構成されており、８月
３日の校長会を皮切りに全校へ周知し、各校において管理職からの伝達研修
を実施した。

②管理職をはじめとした教職員に、セクハラは許されない人権侵害事象であ
り、児童・生徒の今後の成長にも影響を及ぼす重大事案であるとの問題意識
を明確にすることができた。

③今後、更に計画的・継続的に研修会や啓発を行い、更なる教職員の意識向
上を図る必要がある。

教職員が正しい知識を身
につけ、児童・生徒の立
場に立った問題意識をも
てるよう、管理職をはじ
めとした教職員の研修を
充実させるとともに、改
訂したセクシュアル・ハ
ラスメント防止指針に基
づいた、児童・生徒のた
めの相談体制の整備を推
進する。

学
校
教
育
課
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④デートＤ
Ｖの啓発の
推進

若い世代など
に対し、デー
トＤＶについ
て、社会的な
課題であるこ
との認識を深
めるため、啓
発を進めま
す。

様々な機会を捉えて若い
世代にデートDVに関す
る啓発活動を行う。11
月の「女性に対する暴力
をなくす運動」期間に当
施設を利用される市民に
周知できるよう、パープ
ルリボンの掲示に取り組
んで啓発活動をする。

①HPに大阪府が作成した啓発パンフレット「知っていますか？デートDV」
を人権市民相談課窓口及びWESSに配架した。デートDVに関する本とDVD
も配架した。

②DV防止月間に市内40カ所に啓発用ポケットティッシュを配架し周知が出
来た。

③より多くの人にデートDV周知できるよう、HPに内閣府男女共同参画局の
デートＤＶに関するサイトへのリンクを掲載するほか、他機関と協力し効果
的な取り組みについて推進する必要がある。

様々な機会を捉えて若い
世代にデートDVに関す
る啓発活動を行う。11
月の「女性に対する暴力
をなくす運動」期間に
HPでの周知をはじめ、
施設の利用者に周知でき
るよう、パープルリボン
の掲示に取り組む。

人
権
市
民
相
談
課
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⑤母子保健
事業などを
通じたDV防
止の啓発や
相談の充実

妊産婦やその
配偶者に対
し、母子健康
手帳の交付や
乳児家庭全戸
訪問などの機
会に啓発や相
談を進めま
す。

引き続き、母子健康手帳
の交付時に妊娠・出産に
関する専門性の高い助産
師等による面接を実施
し、必要なケースに早期
に支援を開始する。ま
た、個別面談、家庭訪問
並びに健診等を通して啓
発に努める。

①母子健康手帳の交付時に助産師等による全数面接を実施し、必要時には妊
娠時からハイリスク妊婦として地区担当保健師がケース対応を行った。ま
た、月1回の保健師による事例検討会で、ハイリスク妊婦の検討や情報共有
が必要なケースの検討を実施し、密な支援ができるよう努めた。

②母子健康手帳の交付から妊娠中、出産後、切れ目のない支援の中でDVの
リスクアセスメントを行い、DV防止の啓発を行うことができている。ま
た、人権市民相談課や子育て支援課等と連携しての支援ができた。

③関係機関とのスムーズな連携に引き続き努める。

引き続き、母子健康手帳
の交付時に妊娠・出産に
関する専門性の高い助産
師等による面接を実施
し、必要なケースに早期
に支援を開始する。ま
た、個別面談、家庭訪問
並びに健診等を通して啓
発に努める。

健
康
増
進
課

25

⑥学校など
における人
権教育の推
進

児童・生徒に
対し、小・中
学校において
暴力を許さな
い心を育む人
権教育を進め
ます。

「暴力」を伴ういじめや
デートDV等をはじめ、
様々な形での人権侵害を
許さず、多様性を認める
人権教育を推進する。

①新型コロナの影響もあり、個別の人権課題に特化した実践を行うことが困
難であったが、デートDVについては、保健の授業やリーフレットの活用な
どの形で５校において取り組みを実施した。また、新型コロナに関する差別
や偏見を防止する取り組みについては、全ての学校において実施した。

②様々な人権課題に特化した人権学習を行う時間の確保が困難であるだけで
なく、新型コロナ感染拡大防止のため、児童・生徒同士の話し合い活動にも
制限がある等、限られた条件ではあったが、学校の現状や社会的な課題に応
じた人権教育を実施することができた。

③今後も、各校において、新型コロナに関する差別を含め、差別を見抜き、
差別を許さない人権教育を推進できるよう研修会や学習会等を実施していく
必要がある。

いじめやデートDV等を
含めた様々な人権侵害を
許さず、個人の尊厳と多
様性を認め合える社会を
目指す力を育成するた
め、各小・中学校におけ
る人権教育を推進する。 学

校
教
育
課

26

⑦医療・保
健・福祉関
係者や保健
福祉施設、
地域団体な
どに対する
周知

医師会や保健福
祉センター、門
真市民生委員児
童委員協議会、
校区福祉委員会
などに対し、Ｄ
Ｖをはじめ児童
虐待や高齢者虐
待、障がい者虐
待など、暴力被
害者を見逃さな
いように、通報
窓口や通報方法
などの周知を図
ります。

福祉政策課所管の門真市
民生委員児童委員協議
会、門真市社会福祉協議
会等の団体、担い手に対
する情報提供に努め、地
域の見守り力の向上に努
める。

【門真市民生委員児童委員協議会】
①７月の定例会において、小児科の院長を講師に招き児童虐待について研修
を実施した（140名参加）
①10月の定例会において、障がい福祉課の職員や障がい者相談支援事業所の
職員を講師に招き、障がい者理解についての研修を実施した。（140名参
加）

②研修の実施により、児童虐待の通報窓口等の周知を図ることが出来たが、
例年実施している「ぴよぴよクラブ」におけるオレンジリボンキャンペーン
啓発物の配布は新型コロナの影響で実施できなかった。

③高齢者虐待についての周知活動についても研修テーマに取り上げていきた
い。

福祉政策課所管の門真市
民生委員児童委員協議
会、門真市社会福祉協議
会等の団体、担い手に対
する情報提供に努め、地
域の見守り力の向上に努
める。 福

祉
政
策
課

27

関係各課が継続的にハラスメン
トをなくすための啓発活動に取
り組んでいただいていることが
よくわかり、評価も理解でき
た。

しかし、まだまだ女性に対する
暴力は存在しており、新型コロ
ナ拡大に伴い、その影響として
も女性に対する暴力が懸念され
ている状況にあることから、関
係間の連携を密にとっていただ
き、被害者、相談者への対応を
充実したものにしてほしい。

市民、企業、教職員、母子等、
それぞれの場面でハラスメント
理解の周知、研修を行い、「女
性に対する暴力」はよくないこ
とという啓発を続けてほしい。

不法屋外広告物の対応について
は、地域の方との連携が不可欠
であるから、自治会等と積極的
に取り組んでいただきたい。

施策1 暴力を許さ
ない社会を
つくるため
の啓発を進
める

6方
針
3
　
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

⑧被害者を
発見しやす
い立場にあ
る職員に対
する情報提
供

ＤVや虐待に対
して適切な対
応ができるよ
うに、関係課
の相談窓口職
員や教職員な
どのスキル
アップを図る
ため、情報を
収集し、提供
します。

大阪府等が開催するＤＶ
等研修会の庁内周知を図
り、職員及び相談員の参
加を促し、スキルアップ
を図るとともに、庁内関
係課との情報共有の機会
を充実させる。

①大阪府が実施する研修等に本課職員が参加し、最新情報の収集に努めると
ともに、その内容を関係機関に報告して情報の共有にも努めた。また、11月
16日に人事課と協力し、新型コロナ対策のため参加者の削減をしたうえで
「DV被害からの離脱と回復を支援する～配偶者暴力と児童虐待～」と題し
て新規採用職員及び参加希望者の職員研修を実施した。（男24人・女8人が
参加。男女比３：1）

②庁内関係課との情報共有が進んだ。研修は事例検討を使いグループで話し
合いや検討をし、スキルアップにつながる研修だった。

③継続して庁内関係課と情報共有に努め、職員がDV被害者へ適切な対応が
できるよう研修等を実施していく。

大阪府等が開催するDV
等研修会の庁内周知を図
り、職員・相談員の参加
を促し、スキルアップを
図るとともに、庁内関係
課との情報共有の機会を
充実させる。

人
権
市
民
相
談
課
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⑨女性に対
する暴力表
現を含む屋
外広告物の
ないまちづ
くりの推進

女性に対する
暴力表現を含
む屋外広告物
に対し、門真
市美しいまち
づくり推進協
議会や地域団
体と連携し、
指導、警告、
撤去活動を進
めます。

広報紙やHPで周知する
とともに、「門真市美し
いまちづくり推進協議会
不法屋外広告物対策部
会」、「門真市違法屋外
広告物追放推進団体」、
「門真市障がい福祉を考
える会」による撤去活動
推進に努めていく。

①門真市美しいまちづくり推進協議会不法屋外広告物対策部会において、奇
数月に京阪門真市・古川橋駅周辺の不法屋外広告物撤去活動と啓発活動（11
月）を行っている（９月を除く）。また、自治会や門真市シルバー人材セン
ターによる撤去活動及び門真市障がい福祉を考える会への業務委託も行って
いる（令和2年（2020年）の撤去件数は計83件（令和３年（2021年）２
月末時点））。

②撤去件数が昨年度から37件増えており、このことから、違法屋外広告物の
掲示が昨年度から今年度にかけて増加していると考えられる。

③違法屋外広告物が街から無くなるよう、啓発・撤去活動を更に推進してい
く必要がある。

広報紙やHPで周知する
とともに、「門真市美し
いまちづくり推進協議会
不法屋外広告物対策部
会」、「門真市違法屋外
広告物追放推進団体」、
「門真市障がい福祉を考
える会」による撤去活動
の推進に努めていく。

環
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定期的に、広報紙やHP
を中心に、女性のための
相談、人権相談、人権擁
護委員による相談や関係
機関での専門分野も含め
た相談の周知を図り相談
体制の充実を目指す。

①各相談事業について定期的に広報紙やHPに掲載し、HPトップページのバ
ナーから２クリックで相談事業情報にアクセスできよう工夫している。
WESSセミナーや絵本読み聞かせの参加者には、毎回口頭とチラシの配布等
で相談窓口の案内をした。FMハナコに毎月出演し、相談窓口の周知をし
た。

②相談窓口の周知に加え、HPにおける相談窓口情報に至るまでの手順を簡素
化しアクセスしやすくしている。

③引き続き効果的な周知方法を検討していく。

定期的に広報紙やHPを
中心に、女性のための相
談、人権相談、人権擁護
委員による相談や関係機
関での専門分野も含めた
相談の周知を図り、相談
体制の充実をめざす。

【施策７全体について】
個別の対応に関して、前年来、
継続的に取り組んでおられる各
施策のいずれについても、体制
の充実が図られていると評価で
きる。本年度の目標も、これら
を更に深化させるものが個々に
準備されており、利用者視点を
意識した実行を期待する。

以下、事業ごとの意見
【30】継続的な取り組みなの
で、アクセスの容易さを利用者
目線で確認しながら、充実を
図って頂きたい。

人
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引き続き、乳幼児健診時
に相談窓口の周知を図
り、更に家庭訪問などき
め細やかな個別支援を継
続することで適切な情報
提供に努める。また、
「門真市子育て世代包括
支援センターひよこテラ
ス」の相談支援体制を強
化する。

①母子健康手帳発行時だけでなく、乳幼児健診時にも相談窓口の周知を図っ
ている。

②保健師による訪問時等に支援中の母子などの相談対応ができた。

③「門真市子育て世代包括支援センターひよこテラス」のより充実した相談
支援体制の構築の検討を要する。

引き続き、乳幼児健診時
に相談窓口の周知を図
り、更に家庭訪問などき
め細やかな個別支援を継
続することで適切な情報
提供に努める。また、
「門真市子育て世代包括
支援センターひよこテラ
ス」の相談支援体制を強
化する。

【31】ワンストップによる支援
が成果をあげており、継続的に
実行いただきたい。

健
康
増
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②相談機能
の充実と窓
口の連携の
強化

DVなどの被害
者が抱える悩
みや暴力に対
して適切に対
応し、被害者
の心身のケア
に努めるとと
もに、相談機
能の充実と窓
口の連携の強
化を図りま
す。

複合的な課題をもった相
談ケースが増加している
ため、さらなる関係機関
との連携を図る。

①相談窓口の周知については、定期的に広報紙に女性のための相談や人権相談窓口を掲載し
て周知を行った。
各相談窓口の相談件数（延べ）
・人権相談458件　（女性335件（うちDV99件）・男性123件（うちDV1件））
総件数が前年度の延べ331件から127件増加した。相談対応においては、寄り添い相談46
件（前年度から16件減）、自宅等への出張相談3件（前年度から2件減）と減少した。
・女性のための相談　267件　（夫婦間トラブル・離婚前相談・DV167件、親族間トラブ
ル29件、その他（生きづらさ、近隣・知人・男女関係トラブル、生活不安、病気不安、子育
て他）71件）
・人権擁護委員の相談2件（男女比不明）
人権擁護委員による人権相談では、市内11カ所の福祉施設で出張相談を実施している（内９
カ所は新型コロナの影響により２年度は中止）。

②女性のための相談について、対応日数を増やしたことで件数がほぼ倍増した。継続相談や
再相談が半数を占めており、安心して相談できる場を提供できた。

③複合的課題を抱えた相談者への相談支援を行うため、相談員自身が自己研鑽に努め、関係
機関との協働を図る。

複合的な課題をもった相
談ケースが増加している
ため、関係機関との更な
る連携を図る。

【32】総件数の増加は、相談体
制の拡充による施策の効果の一
つと評価でき、同時に、相談需
要の多さが見て取れるので、更
なる体制の充実と研鑽によるス
キルアップ等で、複合的な課題
への対応体制を更に充実させて
いただきたい。
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③警察や医
療機関、大
阪府等関係
機関との連
携の強化

DVなどの課題
の解決に向け
た取り組みを
進めるため
に、警察や医
療機関、大阪
府等関係機関
との連携の強
化に努めま
す。

DV被害者と同伴家族の
安全を確保するため、引
き続き関係機関と連携や
情報共有の充実を図り、
体制強化に努める。

①人権相談と女性のための相談の相談員が月１回定期的に情報交換会を行っ
ている。相談対応事例について常々検討するとともに、門真警察署や保健
所、医療機関、大阪府等の関係機関とも日頃から情報の共有を図り連携を強
化している。

②門真警察署、大阪府女性相談センターや中央子ども家庭センターとの連携
を図り、被害者とその家族のニーズに沿った支援を行った。

③被害者支援に向け、庁内関係各課や関係機関等と横断的、包括的な連携体
制の更なる構築を図り、情報の共有化に取り組む必要がある。

DV被害者と同伴家族の
安全を確保するため、引
き続き関係機関と連携や
情報共有の充実を図り、
体制強化に努める。

【33】過年度同様、連携による
支援が出来たことは評価でき
る。相談者及び関係機関との情
報共有体制の更なる深化を進め
ていただきたい。
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④子どもに
関する相談
体制の充実

子どもに関す
る相談を通
じ、その家庭
が抱える問題
について、適
切に対応し、
支援に努めま
す。

様々な研修の機会を活用
して参加し、相談員のス
キルアップを図る。「門
真市こども家庭総合支援
拠点」と「子育て世代包
括支援センター」との連
携に取り組み、子どもに
係る相談体制の充実に努
める。支援拠点の体制の
確立に努めつつ、より一
層の関係機関等との連携
を強化しながら、ケース
に応じた支援体制を構築
する。

①「門真市こども家庭総合支援拠点」として関係各課へ虐待対応専門員を配置し、児童虐待
等の連携を図った。また、専門的知識の向上を図るため、コロナ禍で参加者が限定された調
整担当者研修へも積極的に参加するとともに、感染拡大防止の観点から例年開催するスー
パーバイズ研修（児童虐待防止啓発研修）は実施できなかったものの、要保護児童連絡調整
会議実務者機関を中心とした事例検討会を開催し、児童虐待に精通した精神科医の助言をい
ただいた。児童福祉に精通した弁護士を継続して配置し、指導・助言のもと、ケース対応を
実施した。
・相談員人数　10名（男3名・女７名）（管理職除く）
・調整担当者研修の研修回数　22回

②年度当初に小・中学校をはじめとした各所属先へ伺い、児童虐待についての説明を実施す
ることで関係機関との連携強化を図ることができた。また、コロナ禍で休校（園）措置等の
感染拡大防止対策が実施される中、所属先等の関係機関との情報共有を図ることで、不安や
ストレスを抱える家庭への支援を状況に応じて実施することができた。

③児童虐待通告を含めた相談件数は年々増加傾向にあり、その相談の内容も多様化してい
る。児童が所属する機関との連携強化に努めつつ、国からの通知においても相談体制の充実
が必要とされており、子ども家庭総合支援拠点の体制強化も含めた支援体制の充実に努める
必要がある。

様々な研修の機会へ参加
すると共に、児童虐待防
止啓発研修について企画
実施し、相談員等のスキ
ルアップに努める。ま
た、門真市こども家庭総
合支援拠点の支援充実の
ため、会議に係る要綱を
策定するとともに、所属
先も含めた関係機関との
連携強化を図る。

【34】充実した研修体制の下
で、関係機関との連携が進んで
いると評価できる。さらに、児
童が所属する機関との連携も
図っていただき、深刻化する児
童虐待への対応等、子に対する
福祉の充実を望む。 子

育
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関係各課が継続的にハラスメン
トをなくすための啓発活動に取
り組んでいただいていることが
よくわかり、評価も理解でき
た。

しかし、まだまだ女性に対する
暴力は存在しており、新型コロ
ナ拡大に伴い、その影響として
も女性に対する暴力が懸念され
ている状況にあることから、関
係間の連携を密にとっていただ
き、被害者、相談者への対応を
充実したものにしてほしい。

市民、企業、教職員、母子等、
それぞれの場面でハラスメント
理解の周知、研修を行い、「女
性に対する暴力」はよくないこ
とという啓発を続けてほしい。

不法屋外広告物の対応について
は、地域の方との連携が不可欠
であるから、自治会等と積極的
に取り組んでいただきたい。

施策1 暴力を許さ
ない社会を
つくるため
の啓発を進
める

6

7広報紙をはじ
めHPやパン
フ、講座、母
子保健事業な
どさまざまな
媒体や機会を
通じて、相談
窓口の周知を
図ります。

施策2 ①相談窓口
の周知

安心して相
談できる体
制を充実す
る

方
針
3
　
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
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基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう
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関係機関と連携し、高齢
者や障がいのある人、外
国人などの相談対応に努
める。

①迅速に相談対応できるよう関係課や関係機関との連携を進めた。

②関係課・関係機関との連携により、相談者の立場・状況に合った対応がで
きた。

③外国籍の相談者に対しては、大阪府の外国人情報コーナーを活用し、周知
案内に努める。

関係機関と連携し、高齢
者や障がいのある人、外
国人などの相談対応に努
める。

【35】継続的な取り組みの結
果、大阪府のコーナー利用等、
継続的に実効性があがったと評
価できる。利用者の利便性に最
大限配慮した施策の実現を望
む。 人

権
市
民
相
談
課
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第５期障がい福祉計画・第１
期障がい児福祉計画に基づ
き、平成31年（2019年）４
月に開設した「地域生活支援
拠点」で実施する24時間
365日の相談体制と、拠点内
に移転した「障がい者基幹相
談支援センター」を中核とし
て、障がいのある人の各種相
談支援事業所及び関係機関と
連携して継続的に障がいのあ
る人や外国人の方からの相談
に対応し、地域で安心した生
活が送れるよう支援する。ま
た、適切な支援につながるよ
う第４次障がい者計画及び第
６期障がい福祉計画・第２期
障がい児福祉計画を策定す
る。

①地域生活支援拠点で実施する24時間365日の相談体制と障がい者基幹相
談支援センターを中核として、市内2カ所の委託障がい者相談支援事業所及
び市内外の指定特定相談支援事業所等、関係機関と連携し、障がいのある人
や外国人等からの相談に対して問題解決に向け取り組んだ。また、「障害者
差別解消法」に関する相談にも対応できるよう、引き続き庁内への周知及び
新採職員・新任管理職向け研修を実施するとともに、関係機関との連携を図
り相談体制を充実させた。
　
②関係機関と会議・連絡等を通じて連携を図り、スムーズな問題解決ができ
るよう取り組めた。また、障がい者基幹相談支援センターを中核とするネッ
トワークによる相談支援体制を強化できた。
　
③今後も障がい者基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制のネット
ワークのさらなる強化に取り組む。

第4次障がい者計画及び
第6期障がい福祉計画・
第2期障がい児福祉計画
に基づき、地域生活支援
拠点で実施する24時間
365日の相談体制と障
がい者基幹相談支援セン
ターを中核として、障が
いのある人の各種相談支
援事業所及び関係機関と
連携して継続的に障がい
のある人や外国人の方か
らの相談に対応し、地域
で安心した生活が送れる
よう支援する。

【36】継続的な相談体制の充実
と実績を踏まえて、本年度の相
談体制の検討・実行をいただき
たい。また、これまでの実績を
踏まえた新たな計画の策定に期
待する。
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関係機関と連携体制の強
化、職員の能力向上を図
り、引き続き相談対応の
充実に努める。

①地域包括支援センターを始め、窓口対応時、相談内容に応じて必要な支援
に繋げた。
　
②会議・研修等を開催し、関係機関との連携や相談対応職員の能力向上に努
めた。
　
③身近な相談場所として地域包括支援センターの周知を行う。また、引き続
き関係機関との連携に努める。

関係機関との連携体制の
強化、職員の能力向上を
図り、引き続き相談対応
の充実に努める。

【37】関係機関との連携や外国
人については多言語対応体制を
継続しながら、相談体制の充実
を継続いただきたい。

高
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啓発事業において人事課
と連携し、様々な暴力等
の問題について研修に取
り組むとともに、各課に
おけるＯＪＴでも取り組
めるよう庁内へ発信す
る。また、国・大阪府等
関係機関が実施する研修
に職員が参加できるよう
情報提供を行う。

①大阪府が実施する「大阪府内市町村相談員等スキルアップ研修」「犯罪被
害者等支援に関する研修会」「大阪府内市町村における相談員及び相談事業
関係者のためのブロック別情報交換・事例検討会」「DV被害者の地域支援
養成講座」に本課職員が参加して最新情報の収集に努め、その内容を関係機
関に報告して情報共有に努めた。また、11月16日に人事課と協力し「DV
被害からの離脱と回復を支援する～配偶者暴力と児童虐待～」と題して職員
研修を実施した。

②人事課と協力して実施した職員研修は32人（男24人・女8人、男女比3：
１）の参加があり好評だった。

③DVや虐待に関する理解が更に深まるよう職員研修を継続する。

啓発事業において人事課
と連携し、様々な暴力等
の問題について、研修に
取り組むとともに、各課
におけるOJTでも取り
組めるよう庁内へ発信す
る。また、国・大阪府等
の関係機関が実施する研
修に職員が参加できるよ
う情報提供を行う。

【38】他機関の研修参加及び庁
内研修の充実の継続は評価でき
る。前年度比において、庁内研
修の参加者及び女性比率の減少
に留意しつつ、職員啓発が進む
ことを望む。 人

権
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人権意識の向上は研修の
重点項目と位置付けてお
り、引き続き研修を実施
する。また、派遣研修に
ついては、関係部署等へ
積極的に情報提供してい
く。

①人権意識の向上を図るため、全職員が5年間に一度は受講する必須研修と位置づけ、研修
を実施している。また、人権問題研修とは別に、DVをテーマとする研修を実施した。コロ
ナ禍での研修開催だったため、例年のような集合研修は実施できなかったが、動画視聴や、
対象者を絞る等の対策をしながら実施した。
・戦時中の門真市民のくらし（8月14日開催　男６名・女3名　男：女　２：1）
・新型コロナウイルス感染症問題と人権（9月2日～10月30日開催　動画視聴　男94名・
女79名　男：女　1.2：1）
・社会復帰に関する講演（11月2日開催　令和３年（2021年）1月29日まで動画視聴　男
９名・女３名　男：女　３：１）
・DV被害からの離脱と回復を支援する～配偶者暴力と児童虐待～（11月16日開催　男23
名・女8名　男：女　2.9：1）

②継続して研修を実施することにより、人権意識の向上は図れており、DVの内容を含めた
研修についても継続して実施できた。受講者には学んだことを職場で共有してもらい業務等
に活かしてもらっており、引き続き、派遣研修も含めて研修を実施していく。

③今後、男女共同参画プランの基本理念を踏まえ、研修を実施していく。

人権意識の向上は研修の
重点項目と位置付けてお
り、引き続き研修を実施
する。また、派遣研修に
ついては関係部署等に積
極的に情報提供してい
く。

【39】研修テーマを、毎年検討
の上で、リアルタイムに問題と
なっているテーマを設定する
等、研修の充実が見て取れる。
コロナ下での研修方法に留意し
つつ、より多数に対するより充
実した継続的な研修活動の継続
を望む。 人

事
課

39

①大阪府等
関係機関と
の連携によ
る一時保護
の推進

DV被害者とそ
の家族などの
安全を確保す
るため、大阪
府等関係機関
と連携し、適
切な一時保護
に努めます。

警察署や大阪府等関係機
関との連携強化を図り被
害者支援に努める。

①人権市民相談課が一時保護した件数は3件であった。（人権相談2件、女性
相談1件）

②大阪府等関係機関と調整し、一時保護施設で被害者の自立に向けた生活支
援等が行えた。

③一時保護以外の手段についても研究し、DV被害者の選択肢が増えるよう
情報収集等に努める。

警察署や大阪府等関係機
関との連携強化を図り被
害者支援に努める。

迅速に関係部署・機関等と連携
して、DV被害者支援の充実を図
られたい。

人
権
市
民
相
談
課

40

DV被害者の主体的な判
断による意思決定に基づ
き、庁内関係各課担当者
と連携強化を図り充実し
た支援を行う。

①DVに関する相談は延べ241件（女性のための相談延べ141件・人権相談
延べ100件)で、必要に応じて庁内関係各課と支援検討会議を行った。また
大阪府家庭支援課や保健所が主催する研修会に参加することで個別ケースの
学習や庁内以外の関係機関との関係づくりに取り組んだ。

②DV被害者の相談内容を十分に聞き取り、本人の意思を把握の上、本人の
意思決定による援助ができている。

③関係機関との連携を進め、被害者の生活安定に向けた支援に努める。

DV被害者の主体的な判
断による意思決定に基づ
き、庁内関係各課担当者
と連携強化を図り充実し
た支援を行う。

WESSを中心として関係部署・
機関等と連携して、DVに苦しむ
被害者支援をより一層充実させ
て欲しい。

人
権
市
民
相
談
課

41

8

7

関係機関と連
携し、高齢者
や障がいのあ
る人、外国人
などの相談対
応に努めま
す。

職員に対し、
ＤＶや虐待に
関する理解を
深めるととも
に、不適切な
対応による二
次的被害を防
止するため、
研修を充実し
ます。

DV被害者の生
活などについ
て、庁内で連
携し状況に対
応した支援に
努めます。

施策2

⑤高齢者や
障がいのあ
る人、外国
人などの相
談対応の充
実

安心して相
談できる体
制を充実す
る

方
針
3
　
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

施策3 被害者に対
する支援体
制を整える

⑥職員研修
の充実

②被害者の
状況に対応
した支援の
充実



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

住民基本台帳事務等に基
づく支援措置の実施に際
し、関係各部局との情報
共有等について更なる強
化を図り、また情報管理
についても強化に努め
る。

①「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍
の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー
行為等の被害者の保護のための門真市措置要領」に基づき支援措置を実施し
た。

②相談機関及び他の市町村との連携により、DV被害者に対する支援措置の
実施に努めた。

③関係各部局との連携及び情報管理の更なる強化を図り、適切な管理体制の
もとでDV等の被害者が安心して生活できるように努める。

住民基本台帳事務等に基
づく支援措置の実施に際
し、関係各部局との情報
共有等について更なる強
化を図り、また情報管理
についても強化に努め
る。

WESS、関係各種団体等、関係
部署・機関等と連携して、DV被
害者支援の更なる充実を図られ
たい。

市
民
課

42

関係各課とも連携を図り
ながら被害者の安全な生
活確保に努める。関係機
関との更なる連携強化に
努める。

①被害者の安全確認及び安全確保に努め、関係機関等と情報共有・連携を行
ないながら、安全な出産及び子育てができるよう支援を行った。また、状況
に応じて、母子生活支援施設等入所の検討が必要な場合はその調整を行っ
た。
　
②被害者の話を十分に傾聴して意思を確認するとともに、関係機関等と連携
しながら情報共有を行い、被害者のエンパワーメントに努めることで、被害
者の自立に繋がった。

③DVの特性を理解しながら関係機関等と連携し、情報把握のうえ被害者の
安全確保に努める。

DV被害者の生活の安全
が図れるよう、関係機関
との連携し、支援できる
体制強化に努める。

WESSをはじめとした関係部
署・機関等と連携してDV被害者
支援の一層の充実を図られた
い。

子
育
て
支
援
課

43

DV被害者（生活保護受
給者）の生活について、
庁内各課及びその他関係
機関（女性相談セン
ター、介護施設等)との
連携を行い、状況に応じ
た支援に努める。

①庁内各課及びその他関係機関からの連絡や、生活保護相談窓口に直接来所
したDV被害者（生活保護受給者）に対して、関係機関との連絡・調整を速
やかに行い対応した。

②関係機関との連絡・調整を速やかに行うことにより、DV被害者（生活保
護受給者）への支援の充実が図れた。

③庁内各課及び関係機関との連携をこれまで以上に綿密に行う。

庁内各課及びその他関係
機関からの連絡や、生活
保護相談窓口に直接来所
したDV被害者（生活保
護受給者）に対して関係
機関との連絡・調整を速
やかに行い対応する。ま
た、関係機関との連絡・
調整を速やかに行うこと
により、DV被害者（生
活保護受給者）への支援
の充実を図る。庁内各課
及び関係機関との連携も
これまで以上に綿密に行
う。

関係各種団体、WESSをはじめ
とした関係部署・機関等と連携
してDV被害者支援の一層の充実
を図られたい。

保
護
課

44

③関係機関
との連携に
よる就労支
援の推進

就労に必要な
技能、資格取
得のための職
業訓練機会な
どの情報提供
を行うととも
に、ハロー
ワークなど関
係機関との連
携による就労
支援を進めま
す。

職業訓練等の情報提供と
ともに、ハローワークや
大阪府・庁内関係各課と
の連携強化を図り、ひと
りでも多くの人が就労で
きるように努める。

①国や大阪府等からの技術向上・資格取得のための職業訓練等のチラシ・パ
ンフレットを市施設内に配架し、就労相談・セミナー等の周知に努めた。ま
た、門真市・守口市・守口門真商工会議所・ハローワーク門真と合同企業説
明会・面接会を実施した。

②ハローワークや大阪府と情報提供や合同企業説明会・面接会の実施等によ
り、関係機関との連携体制が構築できた。

③一層関係機関との連携を強化し、就労相談・支援の充実に努める。

職業訓練等の情報提供と
ともに、ハローワークや
大阪府・庁内関係各課と
の連携強化を図り、ひと
りでも多くの人が就労で
きるよう努める。

生活困窮者自立支援制度等によ
る相談・支援体制の強化充実を
図られたい。

産
業
振
興
課

45

④被害者の
子どもの心
身のケア体
制の充実

子どもが安心
して生活がで
きるように、
大阪府等関係
機関との連携
を図ります。

「門真市こども家庭総合
支援拠点」の機能を強化
し、関係各課及び関係機
関との更なる連携強化に
努める。

①子どもの安全確保を最優先に行い、関係機関・各課との連携に努めるとと
もに支援を行った。また、関係機関と連携し、母子生活支援施設等入所の検
討が必要な場合はその調整を行った。
　
②被害者の話を傾聴して意思を確認しながら情報提供を行った。また、関係
機関と連携し、子どもの安心安全な環境確保に努め、被害者が一日も早く自
立した生活に戻れるよう必要な支援の体制を整備に努めた。

③DVの特性を理解しながら、関係機関と連携しつつ、子どもの安全やケア
に努めることで児童の健全育成の環境整備を行う。

DV被害者の子どもの安
全等にも配慮しつつ相談
支援が実施できるよう、
関係機関との連携強化に
努める。

関係各種団体・市役所関係課等
と連携・協力して、要保護児童
等によりきめ細やかな支援を充
実するよう働きかける。

子
育
て
支
援
課

46

8

DV被害者の生
活などについ
て、庁内で連
携し状況に対
応した支援に
努めます。

方
針
3
　
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

施策3 被害者に対
する支援体
制を整える

②被害者の
状況に対応
した支援の
充実



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

①市政に対
する関心の
喚起

女性の意見を政
策に反映する大
切さや、女性が
市政やまちづく
りに関心を持つ
よう、広報紙な
どを活用して啓
発を進めます。
また、審議会等
委員への女性の
参画率などの情
報を提供するな
ど、市民にわか
りやすい市政の
推進に努めま
す。

女性の意見を政策に反映
することの大切さを、広
報紙やHPで啓発すると
ともに、庁内関係課と連
携し積極的に審議会等委
員への女性の登用を進め
る。

①「第２次かどま男女共同参画プラン」及び推進状況をHPに掲載し、市政へ
の女性の参画の重要性等や審議会等委員への女性の登用率を情報提供した。

②女性の意見を政策に反映することの大切さをHPで啓発できた。
　
③庁内関係課に対し、審議会等委員の女性登用の啓発に努めるとともに、HP
等で審議会等への女性委員の登用率について情報提供の充実を図る。

女性の意見を政策に反映
することの大切さを、広
報紙やHPで啓発すると
ともに、庁内関係課と連
携し積極的に審議会等委
員への女性の登用を進め
る。

女性の意見を政策に反映するこ
とによって状況の改善に繋がっ
たこれまでの施策等を具体的に
示し、意見反映の意義や効果を
市民に積極的に情報発信してい
ただきたい。 人

権
市
民
相
談
課

47

②審議会等
委員への女
性の参画促
進

市の政策・方
針決定や施策
立案の場であ
る審議会や委
員会への女性
委員の参画目
標を設定し、
参画を促進す
るとともに、
女性委員のい
ない審議会な
どの解消をめ
ざします。

審議会や委員会において
多様な意見を反映するた
めには、男女偏りのない
委員の登用が重要である
ことを庁内関係各課に周
知するとともに、比率の
低い女性委員の登用に向
けた取り組みを促進す
る。

①地方自治法第202条の３に基づく審議会等の女性登用率は28.2％
（H31：26.2％）で昨年より上昇した。女性委員のいない審議会等も引き
続きあったが、女性のみの審議会はなかった。
　
②「第２次男女共同参画プラン」では女性委員の割合30％、女性委員のいな
い審議会の解消を図ることを目標に明記しており、庁内での認識度は向上し
ている。

③引き続き、審議会等へ女性委員の登用を積極的に促進する。

審議会や委員会において
多様な意見を反映するた
めには、男女偏りのない
委員の登用が重要である
ことを庁内関係課に周知
するとともに、比率の低
い女性委員の登用に向け
た取り組みを促進する。

審議会等委員への女性の登用率
の数値目標や近年の推移等を市
民に公表する機会を増やし、市
の取組や動きを可視化すること
が必要である。

人
権
市
民
相
談
課

48

③人材の把
握と活用

審議会等委員
の女性の参画
を促進するた
め、各種団体
の女性リー
ダーなど、人
材の把握と活
用を促進しま
す。

各種団体の所管課である
庁内関係各課と連携し、
女性の参画の充実を図る
取り組みを進める。

①守口門真商工会議所と情報交換の場を一度設けたが、新型コロナの影響に
より、それ以降は実施できなかった。

②民間団体の実情把握について、正確な情報収集はできていない。

③審議会等委員に参画できる女性リーダーの人材把握、人材育成について更
に取り組みを進める。

各種団体の所管課である
庁内関係課と連携し、女
性の参画の充実を図る取
り組みを進める。

多様な分野で活躍する女性の参
画に繋げるため、庁内関係各課
と連携して、幅広い分野の各種
団体への働きかけを進めていた
だきたい。

人
権
市
民
相
談
課

49

④民間団体
における女
性の参画の
拡大

商工会議所な
どの団体にお
ける方針決定
過程への女性
の参画を働き
かけます。

各種団体に、女性の参画
の充実を図るよう働きか
けていく。また、「女性
のための起業セミナー」
を継続して実施する。

①新型コロナの影響により、守口門真商工会議所女性会の活動が自粛され、
ともに活動が出来なかった。

②守口門真商工会議所とは、２度意見交換をした。

③起業を希望する女性が市内でも多く、今後も起業セミナーの開催に向けて
取り組む。

各種団体に、女性の参画
の充実を図るよう働きか
けていく。また、「女性
のための起業セミナー」
を継続して実施する。

今後さらに女性の起業を促進す
るためには、市内で起業した女
性及び「女性のための起業セミ
ナー」修了者のネットワークを
構築することも有用である。

人
権
市
民
相
談
課

50

⑤地域活動
における女
性の参画の
拡大

PTAや自治会
などの各種団
体の代表や役
員への女性の
参画を働きか
けます。

各種団体の所管課である
庁内関係各課と連携し、
女性の参画の充実を図る
取り組みを進める。

①男女共同参画に関する啓発事業への参加を各種団体に呼びかけ女性の参画
の重要性について啓発するとともに、女性の活躍を支援するWESSを周知し
た。

②ワーク・ライフ・バランス講座に37人（男26人・女11人）の参加があっ
た。

③地域活動における女性参画についての情報収集に努めるとともに、団体等
の会議の場等に赴き、周知・啓発ができるよう関係づくりを進める。

各種団体の所管課である
庁内関係課と連携し、女
性の参画の充実を図る取
り組みを進める。

WESSが駅前商業施設内にある
地の利をさらに活かし、WESS
でも自治会や各種団体の活動に
ついての情報が入手できるよう
にしていただきたい。

人
権
市
民
相
談
課

51

①職員研修
の充実と男
女共同参画
の視点に
立った職務
配置の推進

市の政策・方針決
定過程への女性の
参画及び女性職員
の管理職への登用
を積極的に進めま
す。女性職員のモ
チベーションを高
め、どの職階にお
いても男女の差な
く活躍できるよう
に、女性職員の職
域拡大、職務経験
を通じた積極的な
キャリア形成を支
援するほか、職員
研修の充実を図り
ます。

門真市における女性職員
の活躍の推進に関する特
定事業主行動計画に基づ
き、女性の管理職登用を
実施していく。

①令和2年（2020年）４月1日現在の女性管理職（課長補佐級以上）は50
人であり、管理職全体の26.2％であった。中堅職員研修のプログラム内で、
女性の部長から、今までの職場人生における知識・経験等の講話を実施し
た。

②平成31年（2019年）４月1日と比べ、女性管理職の割合は、前年度より
1.9％上回った。

③今後も積極的な女性職員の登用を実施していくとともに、職員へ意識啓発
をしていく。

門真市における次世代育
成支援の推進及び女性職
員の活躍の推進に関する
特定事業主行動計画第２
期に基づき、女性の管理
職登用を実施していく。

令和2年度①進捗状況にあるよ
うな取組は女性管理職のロール
モデル提示となり、中堅職員の
モチベーションを上げるのに有
効であるので、今後も継続して
実施していただきたい。

人
事
課

52

②小・中学
校における
女性管理職
の任用

女性教職員の
管理職任用を
働きかけ、学
校運営への男
女共同参画を
図ります。

女性教職員の管理職任用
をさらに積極的に推進し
ていく。

①市内小・中学校20校40名の管理職のうち、14名が女性である。

②女性管理職の登用率は令和元年度（2019年度）と同様である。（令和元
年度…35％　令和２年度35％）

③女性教職員の管理職登用を今後も積極的に進めていく。

女性教職員の管理職任用
をさらに積極的に推進し
ていく。

管理職に就くことを躊躇してい
る女性教職員の声を拾い上げて
背景にある課題を洗い出し、そ
の打開策についても検討するこ
とが必要である。

学
校
教
育
課

53

9

10

施策

方
針
1
　
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
促
進

施策1 審議会等委
員への女性
の参画の促
進する

施策2 女性職員・
女性教職員
の登用を促
進する
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施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

①高齢者の
地域におけ
る活動の促
進

退職後の男性
などの高齢者
がボランティ
アなどに参加
しやすいよう
に、門真市シ
ルバー人材セ
ンターや老人
クラブ連合会
などを通じ
て、身近な地
域でのボラン
ティア体験や
活動などがで
きる体制づく
りに努めま
す。

老人クラブ加入者、「歩
こうよ・歩こうね」運動
参加者がともに減少傾向
であるため、老人クラブ
と連携し、参加者の増加
に努める。

①老人クラブの加入資格の変更により60歳未満の人でも老人クラブに加入で
きるようになり、活動の幅が広がったが、加入者が伸びない状況にある。

②加入者が減少する中でも身近な地域の活動を継続して行っている。

③新型コロナの影響により、活動が中止になることが増えてきている。新型
コロナ対策を行った上で、活動を行っていく必要がある。

新型コロナ対策を行いつ
つ、活動を行うことで、
老人クラブの活動を知っ
てもらい、老人クラブ加
入者の増加に努める。

「老人クラブ」や「老人クラブ
連合会」は門真市内では親しま
れている名称であるかもしれな
いが、加入資格を変更したこと
をきっかけとして、活動的でポ
ジティブなイメージが伝わる名
称に変更することを提案する。 高

齢
福
祉
課

54

ボランティア活動を推進
している門真市社会福祉
協議会がより地域のボラ
ンティアの活性化を図れ
るよう支援していく。

①６月に予定していたボランティアフェステバルについては、新型コロナの
影響で中止となった。

①社会福祉協議会において開催する各種ボランティア講座等の活動の支援を
実施した。ボランティア講座は、新型コロナの影響はあったものの概ね予定
通り実施できた。傾聴ボランティア養成講座は、新たな生活様式を見据え、
Zoomの使用方法を含むスキルアップ研修を行った。

②社会福祉協議会との連携を行い、ボランティア活動の支援に努めた。

③社会福祉協議会のボランティア機能を充実していくよう、今後も引き続き
支援を実施する。

ボランティア活動を推進
している門真市社会福祉
協議会がより地域のボラ
ンティアの活性化を図れ
るよう支援していく。

コロナ禍で新たに活動を開始し
たボランティア団体や、これま
での活動の幅を広げた既存のボ
ランティア団体の存在を把握
し、社会福祉協議会との連携に
よって活動支援に努めていただ
きたい。 福

祉
政
策
課

55

事業の周知を図るととも
に、ボランティア関連団
体等との連携や定期的な
ボランティア情報の発信
に努め、登録者の活躍の
場の拡充に繋げる。

①協働によるまちづくり人材バンクについて、登録者の活躍の場の拡充に向
けて事業の推進に努めた。

②登録者の活躍の場の拡充のため、ボランティア関連団体等と情報共有を図
るよう努めた。（人材バンク男女比は、個人登録　男６名　女７名。団体登
録13団体中７名）

③周知に努めるとともに、ボランティア関連団体等とともに連携・情報共有
をさらに深め、登録・利用の促進に努める。

事業の周知を図るととも
に、ボランティア関連団
体等とも連携・情報共有
を更に深め、登録・利用
の促進に努める。

協働によるまちづくり人材バン
クのWebサイトの構成はたいへ
ん分かりやすい。このWebサイ
トをもっと活用し、今後、登録
者や団体を増やしていただきた
い。さらに、活動分野や内容等
から検索できるようになると、
求める人とのマッチングが促進
することが期待できる。

地
域
政
策
課

56

引き続き出前講座等で、
日々変化していく特殊詐
欺の手口を紹介し、被害
未然防止のために消費者
教育を行っていく。

①新型コロナの影響で出前講座の回数は減少し、令和2年度は出前講座を5回
開催した。男女比は、男25.0％、女61.4％（無記名13.6％）。特殊詐欺既
遂件数13件のうち、女7人、男6人であった。しかしながら、大阪府内の特
殊詐欺被害の約8割は女性である。

②特殊詐欺等について、広報紙、HP、出前講座を通じて情報発信を行った。
出前講座では参加者の半数以上が女性であり、特殊詐欺等の周知・啓発を行
うことができた。

③女性が被害に遭うことが多いため、出前講座を開催し、特殊詐欺等の被害
未然防止のために、消費者教育を行っていく。

新しい生活様式に配慮
し、出前講座を開催し、
特殊詐欺等の被害未然防
止のため、引き続き消費
者教育を行っていく

出前講座はとても有効な周知・
啓発方法であるので、アウト
リーチ先をさらに広げ、これま
で情報が十分には届いていない
と考えられる市民への情報提供
にも努めていただきたい。

産
業
振
興
課

57

引き続き、防災講話や防
災訓練等を通じ、関係機
関と連携しながら、災害
時の男女共同参画に対す
る意識の向上を図ってい
く。

①防犯に係るイベントについて、令和2年度（2020年度）においては新型
コロナ感染拡大防止のため開催していない。防災に係るイベントについて
は、緊急事態宣言をはじめ、感染拡大等により防災講話等の開催は少ない状
況であったが、段ボールベットを参加者に組み立ててもらうなど、参加型の
防災講話を実施した。

②令和2年度（2020年度）においては、人を集めたイベントの実施が困難
な状況である。防災については、開催回数が少なかったため参加者も少ない
状況である。

③防犯に係る情報発信を今まで以上に積極的にしていくことにより、男女に
関係なく防犯意識の向上を図っていく。防災については、幅広く災害時の男
女共同参画に対する意識の向上を図っていくため、参加者の規模が大きな防
災講話などが実施されることが必要である。

防犯に係る情報発信の強
化を図るため広報紙や
HPの積極的な活用を進
めていく。防災について
は、引き続き防災講話や
防災訓練等を通じ、関係
機関と連携しながら、災
害時の男女共同参画に対
する意識の向上を図って
いく。

様々な災害が各地で発生して市
民の防災への関心が高まってい
ることを活かし、泉佐野市や松
原市のように防災士資格取得へ
の助成を行うことにより、地域
で防災を担う人材の発掘に繋げ
る。 危

機
管
理
課

58

HP及び子育て応援ポー
タルサイトにおいて、引
き続き父親の育児参加等
の啓発を行うことで、男
女共同参画を促進する。

①HP及び子育て応援ポータルサイトにおいては、各所属から、イベントやひ
とり親家庭への支援情報等の子育て支援に関する情報を掲載した。

②令和２年度（2020年度）においては、コロナ禍における子育て支援制度
の周知のために積極的にHP及び子育て応援ポータルサイトを活用し、父親も
母親も等しく支援を受けられるよう情報発信することができた。

③掲載する情報の更なる充実を図る。

引き続きHP及び子育て
応援ポータルサイト等に
おいて、父親も母親も子
育てに関する情報を得ら
れるよう発信等を行って
いく。

Webサイト「すくすくひよこナ
ビ」は場面や年代別でも情報を
探すことができ、たいへん便利
なポータルサイトである。情報
の更新頻度も高い。今後、この
サイトの更なる活用促進を働き
かけていただきたい。 子

育
て
支
援
課

59

継続して、子どもの育ち
や子育てを支援する講座
の内容の充実を図ってい
くとともに、子育て世代
と高齢者による世代間の
交流も図っていきたい。

①文化会館で毎年実施している「ベビーマッサージ」（生後2ヶ月～1歳対
象）を実施し、子育て世代間の交流を図ることはできたものの、高齢世代と
子育て世代の交流を目的としていた企画は、コロナ禍のため実施できなかっ
た。

②コロナ禍により更に孤立しがちな子育て初心者の交流を、安全に配慮しつ
つ図ることができたのは評価したい。

③継続して、子どもの育ちや子育てを支援する講座の内容の充実を図ってい
く。また、実施できなかった高齢世代と子育て世代の交流を目的とした企画
は、改めて検討する必要がある。

指定管理者と協議のう
え、子どもの育ちや子育
てを支援する講座の内容
の充実を図る。

子育て支援課との連携のもと、
生涯学習課として、子育ての当
事者と支援者や高齢世代との交
流を目的とした企画を進めてい
ただきたい。

生
涯
学
習
課

60

男女がともに
地域活動に参
加できるよう
に、ボラン
ティア講座や
ボランティア
フェスティバ
ルの開催など
を支援し、活
動の周知・啓
発を図りま
す。

安全で安心な
まちづくりや
防災活動・災
害非常時など
における男女
共同参画の促
進を図りま
す。

子育て家庭が
地域で孤立し
ないように、
また、親子が
安心していき
いきと生活が
できるよう
に、子どもの
育ちや子育て
を支援する活
動に対し、男
女共同参画を
促進します。

11地域のさま
ざまな活動
に対する男
女共同参画
を促進する

②ボラン
ティア活動
の促進

③防犯・防
災活動に対
する男女共
同参画の促
進

④地域にお
ける子育て
支援活動な
どに対する
男女共同参
画の促進

方
針
2
　
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進

施策1
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施策の内容
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令和２年度の
事業目標

令和２年度の
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事業
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施策
番号

施策

①女性団体
に対する支
援

地域活動の中
で女性の意思
決定の場への
参画を促進す
るため、女性
リーダーの養
成と女性団体
に対する支援
を行います。
また、関連団
体同士のネッ
トワーク化を
促進します。

守口門真商工会議所や地
域団体と連携し、女性
リーダーの養成や女性団
体への支援等の体制づく
りを継続して進めるほ
か、セミナー等を開催
し、女性リーダーが市に
どんな支援を求めている
のか意見を聞く機会を設
け、リーダー養成に努め
る。

①新型コロナの影響により、守口門真商工会議所女性会の活動が自粛され、
ともに活動が出来なかった。

②今年度は実施できなかったが、来年度の女性リーダー養成セミナーの話は
出来た。

③今後も関係機関と情報交換を続けて女性活躍推進に取り組む。

守口門真商工会議所や地
域団体と連携し、女性
リーダーの養成や女性団
体への支援等の体制づく
りを継続して進めるほ
か、セミナー等を開催
し、女性リーダーが市に
どんな支援を求めてるか
意見を聞く機会を設け、
リーダー養成に努める。

人
権
市
民
相
談
課

61

②ボラン
ティア活
動・NPO活
動の促進

ボランティア
活動やまちづ
くり活動を行
う団体への男
女共同参画を
促進するとと
もに、情報や
活動の場の提
供、ネット
ワークづくり
などの支援を
行います。

ボランティアの促進には
男女の隔たりなく誰もが
参加しやすい環境が必要
であり、今後更にボラン
ティア活動の拡充を図る
ため、あらゆる情報提供
等に努める。

①男性が代表者のNPO法人が多い中、女性が代表であるひとり親家庭や子育
て支援などの活躍が目立った。

②コロナ禍で、地域でのイベントを企画・実施することが困難になる中、感
染対策に留意しながら、ひとり親家庭の支援及び子どもの学習支援等を実施
できたと考える。（門真市に本拠地を置く全NPO数女性が代表を務める
NPO数　39団体中10団体）

③男女ともに活躍できるボランティア活動やNPO法人の存在について、より
周知を図るため、情報提供やネットワーク作り等の支援を行う。

ボランティア活動や
NPO活動において、男
女の隔たりなく誰もが参
加しやすい環境を作るた
め、情報提供や周知、
マッチング等、市民公益
活動支援センターを中心
に必要な支援に努める。

地
域
政
策
課

62

③地域コー
ディネー
ターの人材
発掘・育成

地域活動の活
性化を図るた
め、地域団体
や企業などと
の連携をより
一層深め、地
域の実情に応
じた活動を地
域ぐるみで展
開できるよ
う、それぞれ
の地域でコー
ディネーター
を発掘し、育
成することで
地域力の強化
を図ります。

市民や各種団体、大学、
企業等との連携をより一
層密なものにしていくと
ともに、それぞれの役割
のもと、地域活動や市民
公益活動を促進し、新た
な繋がりや、人材の発
掘・育成ができるよう努
める。

①門真市自治基本条例に基づき、地域が主役の、市役所との協働によるまち
づくりを推進した。
また、市民公益活動支援センターにおいて、NPO法人の設立等や市民公益活
動に向けた相談及び支援を実施した。

②全6校区中、３校区で設立している地域会議について、令和２年（2020
年）９月に門真はすはな中学校区において、地域会議設立の前段階である準
備会が発足し、今後地域で活躍する人数の増加が見込まれる。（設立済中学
校区代議員の男女比（男：女）第五中７：３、第三中６：４、第七中６：
４）

③市民公益活動支援センターを中心に、新たな担い手の発掘と、様々な地域
の課題解決や活性化に向けて、市民公益活動を促進していく。

市民や各種団体、大学、
企業等との連携をより一
層密なものにしていくと
ともに、市民公益活動支
援センターとも連携しな
がら、地域活動や市民公
益活動を促進し、新たな
繋がりや、老若男女問わ
ず様々な人材の発掘・育
成ができるよう努める。

地
域
政
策
課

63

引き続き、必要に応じて
通訳等を実施し、在住外
国人のコミュニケーショ
ンの充実を図る。3歳6
か月児健診時に中国語通
訳を引き続き配置し、子
どもの言葉等の発達の確
認ができるようにする。

①3歳6か月児健診時に中国語通訳を配置。配置回数は8回（コロナで中止し
たため前年度より減少）のうち、2回（2人）であった。

②3歳6か月児健診時に中国語通訳を配置することで、在住外国人への情報提
供・支援ができた。また、通訳を介すことで、子どもの養育状況や発達面等
の確認もできた。

③引き続き、通訳の実施及び個別対応等により在住外国人への適切な情報提
供に努める。

必要に応じて通訳等を実
施し、在住外国人のコ
ミュニケーションの充実
を図る。3歳6か月児健
診時に中国語通訳を引き
続き配置し、子どもの言
葉等の発達の確認ができ
るようにする。

健
康
増
進
課

64

放課後児童クラブに関す
る文書を翻訳すること
で、引き続き在住外国人
が安心して放課後児童ク
ラブを利用できる環境整
備を推進する。

①昨年に引き続き、放課後児童クラブ入会案内・入会のしおり・入会申請書
の記載例・入会申込の手引等を翻訳し、在住外国人の多い校区の放課後児童
クラブに配付することで、情報の提供に努めた。

②入会申込の手引や入会申請書の記載例等についても翻訳することで、在住
外国人が安心して放課後児童クラブに入会できる環境を整備することができ
た。

③文書の翻訳を継続することで、在住外国人に対して放課後児童クラブに関
する適切な情報提供を実施していく必要がある。

放課後児童クラブに関す
る文書を翻訳すること
で、引き続き在住外国人
が安心して放課後児童ク
ラブを利用できる環境整
備を推進する。

子
育
て
支
援
課

65

各園の状況により、必要
に応じて通訳を実施し、
在住外国人のコミュニ
ケーションの充実を図
る。

①各公立幼稚園・保育所・こども園からの依頼に基づき、保育幼稚園課に登
録している通訳者に説明会や懇談会等における通訳業務を依頼した。派遣回
数は６回。

②適切な通訳の対応を行い、在住外国人にサービスの提供ができた。

③在住外国人が安心して生活を送れるよう、今後も継続して対応を図る。

各園の状況により、必要
に応じて通訳を実施し、
在住外国人のコミュニ
ケーションの充実を図
る。

保
育
幼
稚
園
課

66

②窓口にお
けるコミュ
ニケーショ
ン支援の充
実

在住外国人の
さまざまな相
談に適切に対
応できるよう
に、外国語ボ
ランティアと
の連携を強化
し、職員の相
談対応力の向
上に努めま
す。

事業廃止 - -

- 67

在住外国人が
安心して子育
てや日常生活
を送ることが
できるよう
に、さまざま
な生活情報や
行政サービス
情報などの提
供を進めま
す。

言葉や文化の違う外国人が安心
して生活を送るためには、コ
ミュニケーションを取りお互い
を理解することが大切だと思い
ます。そのために引き続き、通
訳を配置し外国人にわかりやす
いサービスの提供を続けていた
だきたい。

小さな乳幼児関係の支援はあり
ますが、小学校や中学校での進
路等への教育相談や支援は必要
ないでしょうか。

引き続き、３つの日本語教室を
続け、参加者が自国と日本の相
互理解ができるよう務めてくだ
さい。

12

13施策1 在住外国人
が暮らしや
すい環境づ
くりを進め
る

施策2 新型コロナの影響により、様々
な活動が自粛されているが、女
性リーダー養成セミナー、ボラ
ンティアの活動情報の周知や情
報発信等はインターネットを活
用しオンラインで開催・発信し
てはいかがでしょうか。

今後も引き続き、情報発信、支
援活動を続けていただきたい。

①生活情報
や行政サー
ビス情報な
どの提供

方
針
2
　
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進

市民、団体
などの地域
活動に対す
る支援を行
う

方
針
3
　
国
際
社
会
へ
の
理
解



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

③在住外国
人の地域活
動への参加
促進

在住外国人が
地域の一員と
して、防犯・
防災や福祉活
動、まちづく
りなどの活動
に積極的に参
加できるよう
に、環境整備
に努めます。

現在実施している3つの
教室を引き続き実施す
る。「多文化共生教室ー
こんにちは！にほん
ごー」については、回数
を増やし年間23回の開
催を予定している。ま
た、学習者同士のコミュ
ニケーションを強化し、
日本語教室が「日本語を
勉強できる場所であり、
コミュニケーションも楽
しめる場所」になるよう
努めていきたい。

①新型コロナ対策による臨時休館（4・5月）と調整のため、年度の前半にお
いてはほぼ半分が中止となったが、7月から再開した。後半については通常
どおり実施した。

②コロナ禍という非常時にも関わらず、講師のご理解のもと、早期に開催ま
での準備等を素早く行い、態勢を立て直すことができた。

③新型コロナ対策も含めて、イベント内容・実施方法について検討していく
必要がある。

より多くの在住外国人に
講座に参加してもらえる
よう、指定管理者と協議
し、講座時間や頻度など
改善・充実を図ってい
く。

生
涯
学
習
課

68

各学校及び中学校区にお
ける多文化共生教育の取
り組みをより一層充実さ
せるため、門真市在日外
国人教育推進協議会と連
携し、各学校における取
り組みの実践交流の場を
広げる。

①門真市在日外国人教育推進協議会と連携し、各学校での在日外国人教育や
国際理解教育についての取り組みの実践発表と交流の場を設けた。新型コロ
ナの影響で、集合開催は中止となったが、ルーツや言語、学校ごとに分かれ
たグループで様々な文化に関する発表を行う様子を撮影し、学校ごとに動画
を視聴した上でお互いの感想を伝えて交流した。

②新型コロナの影響で様々な制約はあったが、児童・生徒が様々な国の文化
について理解を深め、お互いを尊重する実践交流の場を保障することが出来
た。

③各学校や小中連携での取り組みを今後も継続的に行うとともに、ICT機器
を活用し、教職員、児童・生徒、保護者の交流がさらに広がるような取り組
みを行う。

コロナ禍においても各学
校における多文化共生教
育の取り組みをより一層
充実させるため、門真市
在日外国人教育推進協議
会と連携し、各学校の実
践交流の場を工夫する。 学

校
教
育
課

69

門真市在日外国人教育推
進協議会と連携し、各園
における取り組みの実践
交流の場をさらに広げる
ことで、多文化共生教育
の取り組みを充実させて
いく。

①門真市在日外国人教育推進協議会と連携し、各園での在日外国人教育、国
際理解教育についての取り組みの実践発表と交流の場を設けた。

②通称名ではなく、本名に変更して小学校へつなげた子どももいた。

③各園での取り組みを継続的に行い、教職員、幼児、保護者の交流がさらに
広がるよう取り組んでいく。

門真市在日外国人教育推
進協議会と連携し、各園
における取り組みの実践
交流の場を更に広げるこ
とで、多文化共生教育の
取り組みを充実させてい
く。 保

育
幼
稚
園
課

70

②異文化に
対する理解
を促進する
教育の充実

自国の文化や
異文化に対す
る理解を深め
るため、市内
在住の中学生
に対し、国際
交流などの機
会を提供しま
す。

門真市と世界を舞台に活
躍する人材を育成するた
め、英語プレゼンテー
ションコンテストを開催
するとともに、中学生海
外派遣研修を実施する。

①プレゼンテーションコンテストについて、一次審査、二次審査を通過した
17名の中学１・２年生によるプレゼンテーションの結果、最優秀賞１名、優
秀賞８名、奨励賞８名を選出した。令和３年度（2021年度）に、令和元・
２年度の最優秀賞及び優秀賞受賞者合同で、海外派遣研修代替研修を日本国
内で実施する予定。

②プレゼンテーションコンテストについて、公立中学校１・２年生の応募者
数は306名、応募率は17.7％となった。

③引き続き、プレゼンテーションコンテストの応募者が増加するよう努めた
い。

門真市と世界を舞台に活
躍する人材を育成するた
め、英語プレゼンテー
ションコンテストを開催
するとともに、中学生海
外派遣研修代替研修を実
施する。

①プレゼンテーションコンテスト等
を用いることは学生の語学力向上・
やりがいに繋がり、海外研修等はや
りがい向上に貢献していると思うの
で、継続的に実施してほしい。

②参加者数がここ数年、減少傾向に
あるように見える。減少原因を検証
するとともに、プレゼンテーション
の向上具合を継続的に検証出来るよ
うに何かもう一工夫することも学生
のやりがいを上げる要素になると思
う。

③応募者数の増加につながるよう
様々な工夫をお願いし、多くの学生
が自国の文化や異文化に対する理解
を深める機会を作っていただきた
い。

学
校
教
育
課

71

③国際交流
活動の促進

多様な文化を
持つ市民が参
画できる、国
際交流活動の
ための取り組
みを促進しま
す。

大阪府等が開催する会議
等に引き続き参加し、
（公財）大阪府国際交流
財団や他市の取り組みに
ついて情報収集を行うと
ともに、時代の潮流に
合った交流事業の検討に
努める。

①新型コロナの影響を考慮し、大阪府等が開催する会議には不参加。イン
ターネットを通じて、外国人材の受入れ・環境整備等について情報収集を
行った。また、市内で国際交流事業を開催する実行員会に対し、要綱に基づ
き補助金を交付した。本事業では例年、児童、教職員、地域住民等、約350
人が集まり、様々な国や地域の文化、民俗芸能の発表が行われるが、新型コ
ロナのため、今年度は規模を縮小し開催された。

②国際交流事業が実施されたことにより、多文化を受容し、共生しようとす
る心が多くの児童で育まれたとともに、地域の国際化が継続的に進められ
た。

③国際交流事業実行委員会への補助金交付のほかに、市による具体的な交流
事業が特にない。

新型コロナの状況をみな
がら、引き続き（公財）
大阪府国際交流財団や他
市の取り組みについて情
報収集を行うとともに、
時代の潮流に合った交流
事業の検討に努める。

①コロナ禍の影響があった中
で、規模を縮小してでも開催さ
れたことはよかったと思う。

②地域の国際化は、多文化を受
容するためにも長い年月が必要
であるだけに、絶やさずに実施
されたことは評価できる。

③国際交流は、地域にとって必
要な取り組みなだけに、具体的
な交流事業を始めていただきた
い。

魅
力
発
信
課

72

14多文化共生の
観点から、門
真市在日外国
人教育推進協
議会と連携
し、幼稚園や
学校などにお
いて、在日外
国人教育、国
際理解教育を
進めます。

言葉や文化の違う外国人が安心
して生活を送るためには、コ
ミュニケーションを取りお互い
を理解することが大切だと思い
ます。そのために引き続き、通
訳を配置し外国人にわかりやす
いサービスの提供を続けていた
だきたい。

小さな乳幼児関係の支援はあり
ますが、小学校や中学校での進
路等への教育相談や支援は必要
ないでしょうか。

引き続き、３つの日本語教室を
続け、参加者が自国と日本の相
互理解ができるよう務めてくだ
さい。

①門真市在日外国人教育推進協
議会と連携して在日外国人教
育・国際理解教育を進めて行く
ことは、多様な文化へのりかい
をするためにはとても重要で意
義のあることなので、今後も積
極的に進めていただきたい。

②コロナ禍の中であってもお互
いを尊重する実践交流が持てた
ことは大切なことであり、評価
できる。

③ICT機器の活用は、今後当た
り前になってくることと考えら
れるので、そのメリットを十分
発揮できるようにインフラを整
備し、更なる交流の窓口を広げ
てほしい。

13施策1 在住外国人
が暮らしや
すい環境づ
くりを進め
る

施策2 多様な文化
への理解と
交流を進め
る

①国際理解
教育の推進

方
針
3
　
国
際
社
会
へ
の
理
解



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

大阪府等関係
機関と連携
し、「男女雇
用機会均等
法」や「女性
活躍推進法」
の周知啓発を
進めるほか、
セミナーを開
催し、情報提
供に努めま
す。

「男女雇用機会均等法」
や「女性活躍推進法」を
周知啓発するため、HP
に特集記事を掲載するほ
か、セミナーを開催する
など情報提供に努める。

①大阪労働局が発行する「公正な採用選考のために」のリーフレットを人権
市民相談課に、「男女いきいき」のリーフレットをWESSに設置し情報提供
を行ったほか、女性活躍推進法に関連する記事をHPに掲載している。
　
②女性が安定・安心して就労できるよう、リーフレットやHPにより「男女雇
用機会均等法」「女性活躍推進法」の啓発を行うことができた。「かどま女
性活躍の職場づくり」～市内５社の取組事例集～を配架して女性活躍の参考
にしている。
　
③セミナーの開催や、HPに分かりやすい記事を掲載する等、効果的な啓発方
法について検討する。

「男女雇用機会均等法」
「女性活躍推進法」を周
知啓発するため、HPに
特集記事を掲載するほ
か、セミナーを開催する
等、情報提供に努める。 人

権
市
民
相
談
課

73

市民に対し、
男女雇用機会
均等法や職場
における待遇
など、男女共
同参画を推進
するための労
働関係法令の
趣旨や内容に
ついて、国や
大阪府等関係
機関との連携
により啓発を
進めます。

関係法令の趣旨・内容が
記載されたチラシ・パン
フを市施設等に配架し、
また、広報紙やHP等を
活用し、制度の概要や関
係機関が実施する各講
演・セミナーを紹介し、
周知等を図る。

①関係機関からの法令関係チラシ・パンフを配架し周知に努めた。また、広
報紙やHPにて、弁護士や社会保険労務士への相談が可能な大阪府の労働相談
窓口や働き方改革関連法等の周知を行った。

②チラシ・パンフを配架し、また、広報紙やHPの活用により、労働関係法令
や制度の周知ができた。

③関係機関と連携を強化し労働関係法令等の啓発に努める。

関係法令の趣旨・内容が
記載されたチラシ・パン
フを市施設等に配架し、
また、広報紙やHP等を
活用し、制度の概要や関
係機関が実施する各講
演・セミナーを紹介し、
周知等を図る。

産
業
振
興
課

74

ハローワークと連携し、
研修を行うとともに、企
業に的確な情報提供が行
えるよう努める。

①例年ハローワークと連携し、５月の新卒者説明会における人権啓発研修
や、１月の企業トップを対象にした人権問題研修会を行っているが、新型コ
ロナの影響により前期は中止、後期は動画配信となった。

②コロナ禍により連携した取り組みが困難であった。

③企業に対し、公正採用等の継続的またタイムリーな情報提供が行えるよう
様々な機会をとらえ、情報発信していく。

ハローワークと連携し、
研修を行うとともに、企
業に的確な情報提供が行
えるよう努める。

人
権
市
民
相
談
課

75

中小企業の経営者等を対
象とした「女性活躍推進
セミナー」を開催し、職
場における女性活躍推進
について啓発に努める。
また、同事業において女
性活躍推進のための制度
改革や労務管理に係る費
用を一部補助すること
で、職場慣行の見直し等
を促す。さらに、商工会
議所をはじめ経営者団体
と連携し、事業者に男女
間の格差を解消するた
め、ポジティブ・アク
ションの促進に努める。

①女性雇用環境整備事業により、中小企業の経営者等を対象とした「女性活
躍推進セミナー」（参加者数７名）を開催し、職場における女性活躍推進へ
の課題や具体策例等を紹介し、啓発を行った。また、同事業において女性活
躍推進のための制度改革や労務管理に係る費用に対し、一部補助を行う補助
金メニューを設置し、事業者の活用を促し、同事業を活用した事例集を作成
し、公開した。

②中小企業の経営者等を対象とした「女性活躍推進セミナー」を開催し、女
性雇用における法令・制度に関する周知・啓発を行った。商工会議所等と連
携した事業者への周知及び啓発については十分でなかった。

③商工会議所（経営者団体）と連携しつつ、制度の周知・啓発に努める。

中小企業の経営者等を対
象とした「女性活躍推進
セミナー」を開催し、職
場における女性活躍推進
について啓発に努める。
また、同事業において女
性活躍推進のための制度
改革や労務管理に係る費
用を一部補助すること
で、職場慣行の見直し等
を促す。更に、商工会議
所をはじめ経営者団体と
連携し、事業者に男女間
の格差を解消するため、
ポジティブ・アクション
の促進に努める。

産
業
振
興
課

76

③男女共同
参画を実践
する企業の
実践例など
の情報の提
供

男女共同参画
を進める大阪
府内や市内の
企業の実践例
などについ
て、大阪府等
関係機関との
連携により情
報提供を進め
ます。

令和２年度も、WESSに
おいて出産や育児等で離
職し再就職を希望する方
を対象とした「かどママ
就活サポート」を実施
し、男女共同参画を進め
る市内企業の職場体験を
行う。また、職場体験に
協力いただいた企業の実
践例などを広報紙やHP
で情報提供していく。

①「かどママ就活サポート」について、ステップ１「両立基礎講座」を２
回、ステップ２「実践ワークショップ」を１回と職業相談、ステップ３「職
場見学」を２回開催した。広報紙とHPで周知した。

②時短メイク８人、時短クッキング８人、パーソナルカラー診断10人、パナ
ソニックミュージアム見学７人、イオン古川橋職場体験５人の計38人の参加
があった。参加者からは「職業が違っても働く姿勢は同じなのですごく勉強
になりました」と声が寄せられ、反応は良かった。

③今回を参考・反省とし、再就職を考えるママ達の手助けになるよう、来年
度の企画を考えたい。

引き続き、出産や育児等
で離職し再就職を希望す
る方を対象とした「かど
ママ就活サポート」を
WESSで実施し、男女共
同参画を進める市内企業
の職場体験を行う。ま
た、職場体験協力企業の
実践例等を広報紙やHP
で情報提供していく。

人
権
市
民
相
談
課

77

男女間の格差の解消を進
めるため、ポジティブ・
アクションの実施や女性
活躍推進についての啓発
資料等の情報提供に努め
る。

①市HPで女性の活躍・両立支援サイト（厚労省委託事業）を紹介し、市内企
業の行動計画やポジティブ・アクションなどの取組を見ることが出来るほ
か、内閣府男女共同参画局発行の「共同参画」を女性サポートステーション
に配架することにより、ポジティブ・アクション実施についての啓発活動を
行った。

②HPにサイトを紹介していることでより多くの人に情報提供できた。

③更に広く情報提供ができるよう、工夫する。企業が関心示すような研修を
行う。

男女間の格差の解消を進
めるため、ポジティブ・
アクションの実施や女性
活躍推進についての啓発
資料等の情報提供に努め
る。 人

権
市
民
相
談
課

78

女性雇用環境整備事業に
より、女性が働きやすい
環境を整備する企業に補
助を実施することで、企
業のポジティブアクショ
ン促進に努める。また、
商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に男女間の格差を解消す
るため、ポジティブ・ア
クションの促進に努め
る。

①女性雇用環境整備事業により、中小企業の経営者等を対象とした「女性活
躍推進セミナー」（参加者数７名）を開催し、女性雇用における法令・制度
に関する周知・啓発を行い、男女格差の解消を働きかけた。また、同事業に
おいて女性活躍推進のための制度改革や労務管理に係る費用に対し、一部補
助を行う補助金メニューを設置し、企業のポジティブアクションの促進に努
めた。また、関係機関からのチラシ・パンフを配架し、周知に努めた。

②女性雇用環境整備事業の実施により、女性が働きやすい環境を整備する企
業に補助を行うことで、企業のポジティブアクション促進に寄与できた。

③商工会議所（経営者団体）と連携しつつ、制度の周知・啓発に努める。

女性雇用環境整備事業に
より、女性が働きやすい
環境を整備する企業に補
助を実施することで、企
業のポジティブアクショ
ン促進に努める。また、
商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に男女間の格差を解消す
るため、ポジティブ・ア
クションの促進に努め
る。

産
業
振
興
課

79

事業者に対
し、男女格差
を解消するた
めの雇用管理
上の義務や職
場慣行の見直
しなどについ
て、国や大阪
府等関係機関
との連携によ
り啓発を進め
ます。

企業に対し、
男女格差を解
消するための
ポジティブ・
アクションの
実施につい
て、国や大阪
府等関係機関
との連携によ
り働きかけま
す。

15男女共同参画の推進に向けた就
労の場での男女の理解と認識を
深めるために、WESSの様々な
情報提供や市HPでのセミナー等
の開催情報を提供し続けるこ
と、労働関係法令や制度に関す
ることを啓発すること、出産や
育児等で離職し再就職を希望す
る方の心理的ハードルを下げる
ような男女共同参画の実践例の
継続発信等を行うことは、必要
でありこれからも大切なことと
考える。

今後について、コロナ禍による
外出・イベントの制限が予想さ
れる中での情報提供や啓発の方
法として、HPの更なる充実や研
修・セミナーの動画配信・オン
ライン開催も一案だと思う。

②事業者に
対する労働
関係法令や
制度に関す
る啓発

④企業にお
けるポジ
ティブ・ア
クションの
促進

施策

①市民に対
する労働関
係法令や制
度に関する
啓発

方
針
1
　
雇
用
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

就労の場で
の男女の理
解と認識を
深める

施策1



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

⑤女性の商
工業や農業
などにおけ
る技術・経
営管理能力
の向上

商工業や農業
などに従事す
る女性の技術
や経営能力向
上のため、大
阪府等関係機
関との連携に
より情報提供
を進めます。

女性従事者のニーズに
あった、効果的な講座等
の情報提供に努める。

①国や大阪府等からの技術向上・資格取得のためのチラシ・パンフの市施設
への配架、講座等の情報について、対象者に情報提供する等の周知に努め
た。
　
②チラシ・パンフを配架し、講座等の情報を対象者に情報提供する等によ
り、女性従業者への周知ができた。

③大阪府等の関係機関と連携し、情報提供に努める。

女性従事者のニーズに
合った、効果的な講座等
の情報提供に努める。

産
業
振
興
課

80

相談体制の充実を図ると
ともに、就労や起業に関
する情報提供を行う。引
き続き、女性サポートス
テーションにおいて出産
や育児等で離職し再就職
を希望する方を対象とし
た「かどママ就活サポー
ト」を実施する等、女性
の再雇用支援を行う。

①WESSにおいて就労相談を週３回実施した。コロナ禍で実施できなかった
講座もあるが、就職に役立つWESSセミナー「イメージアップ！パーソナル
カラー入門」（参加者：女性20人）「WESS出前講座　話し方講座」（参
加者：女性18人・子供女の子５人）を開催できた。また、「かどママ就活サ
ポート」をステップ１「両立基礎講座」２回、ステップ２「実践ワーク
ショップ」１回と職業相談、ステップ３「職場見学」２回で開催。広報紙と
HPで周知した。

②時短メイク８人、時短クッキング８人、パーソナルカラー診断10人、パナ
ソニックミュージアム見学７人、イオン古川橋職場体験５人の計38人の参加
があった。参加者からは「職業が違っても働く姿勢は同じなのですごく勉強
になりました」と声が寄せられ、反応は良かった。

③来年度は小さな事から始められる起業セミナーを開催したい。

相談体制の充実を図ると
ともに、就労や起業に関
する情報提供を行う。
引き続き、出産や育児等
で離職し再就職を希望す
る人を対象とした「かど
ママ就活サポート」を
WESSで実施する等、女
性の再雇用支援を行う。

人
権
市
民
相
談
課

81

女性雇用環境整備事業に
より、女性が働きやすい
環境を整備する企業に補
助を行うことで環境整備
を促進し、女性の就業に
繋げる。また、就労相談
や女性の雇用を対象とし
たチラシ・パンフを市内
公共施設等に配置し、就
労相談・セミナー等の周
知に努める。

①女性雇用環境整備事業により、女性が働きやすい環境のハード面・ソフト
面を整備する企業に補助を行い、女性が働きやすい環境整備の促進に努め
た。また、就職セミナー等のチラシ・パンフを配架し、周知に努めた。更
に、門真市・守口市・守口門真商工会議所・ハローワーク門真と合同で合同
企業説明会・面接会を実施した。

②女性雇用環境整備事業により、女性専用トイレの設置や企業内での研修費
用に対し補助を行うことで、女性が働きやすい環境整備が促進された。

③大阪府やハローワーク等関係機関と一層の連携を図り、再雇用の支援に努
める。

女性雇用環境整備事業に
より、女性が働きやすい
環境を整備する企業に補
助を行うことで環境整備
を促進し、女性の就業に
繋げる。また、就労相談
や女性の雇用を対象とし
たチラシ・パンフを市内
公共施設等に配置し、就
労相談・セミナー等の周
知に努める。

産
業
振
興
課

82

育児休業制度の概要啓発
を行うほか、育休後セミ
ナーを開催する等、育児
休業取得者や育休取得希
望者の支援に努める。

①大阪府が発行する「ワーク・ライフ・バランス」のリーフレット等で情報
提供したほか、HPで女性の活躍・両立支援サイト・仕事と育児カムバック支
援サイト（厚労省委託事業）を紹介した。育休後セミナーは新型コロナのた
め開催出来なかった。
　
②リーフレット等は労働者のための指針や制度について解説されており利用
しやすいが、事業者の実践状況把握は出来ていない。

③大阪府や労働局が発行する資料配布やセミナー開催等により、市民の皆さ
んに対して育休制度の啓発を進めるとともに、関係課と協力し市内事業者に
対しても育休制度の啓発や助成金制度の周知に努める。

育児休業制度の概要啓発
を行うほか、育休後セミ
ナーを開催する等、育児
休業取得者や育休取得希
望者の支援に努める。

人
権
市
民
相
談
課

83

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に育児休業制度や関係法
令について、周知及び啓
発を図る。

①関係機関からのチラシ・パンフを配架し、周知に努めた。

②商工会議所等と連携した事業者への周知及び啓発が十分にできなかった。

③商工会議所（経営者団体）と連携しつつ、制度の周知・啓発に努める。

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に育児休業制度や関係法
令について、周知及び啓
発を図る。

産
業
振
興
課

84

①ワーク・
ライフ・バ
ランスの啓
発

仕事と生活の
調和の実現
は、一人ひと
りが望む生き
方ができる社
会の実現に
とって必要不
可欠なため、
市民が理解を
深められるよ
うに、啓発を
進めます。

ワーク・ライフ・バラン
ス啓発講座を開催するほ
か、リーフレットや書籍
の貸し出しによる情報提
供を行うことにより啓発
を進める。ワーク・ライ
フ・バランス講座に管理
職の参加も促す。

①11月25日にワーク・ライフ・バランス啓発講座「ハラスメント対策の基
礎知識～みんなが働きやすい職場に～」を開催し、新型コロナ対策のため参
加人数を減らし、市民・市職員37人（男26人・女11人）の参加があった。
また、WESSでワーク・ライフ・バランスに関する図書や視覚教材の貸し出
しを行っている。

②講座を通じて働き方を振り返る機会を提供し、一層の意識の醸成が図れ
た。

③ワーク・ライフ・バランスの理解が深められるように啓発講座や図書の貸
し出しを継続するほか、リーフレット等を利用し、さまざまな世代に考え方
を普及させるための取り組みを進める。

ワーク・ライフ・バラン
ス啓発講座を開催するほ
か、リーフレットや書籍
の貸し出しによる情報提
供を行うことにより啓発
を進める。ワーク・ライ
フ・バランス啓発講座へ
の管理職の参加も促す。

人
権
市
民
相
談
課

85

長時間労働等の職場環境
と働き方の見直し等、労
働時間に関する基本的な
考え方のリーフレットや
厚生労働省のHP記事を
活用し、事業者に働きか
けるとともに、実施状況
の把握に努める。

①11月25日に実施したワークライフバランス啓発講座の案内を門真市企業
人権推進連絡会にも送付して受講を促したほか、HPで女性の活躍・両立支援
サイト（厚労省委託事業）を紹介し、全国の企業が実施している取り組みに
ついても同サイトから情報提供した。

②ワークライフバランス啓発講座の案内等を門真市企業人権推進連絡会へ送
付し、事業者に働きかけを行ったが、実施状況の把握には至らなかった。

③事業者へ啓発を働きかける機会や実施状況の把握について、引き続き検討
する。

長時間労働等の職場環境
と働き方の見直し等、労
働時間に関する基本的な
考え方のリーフレットや
厚生労働省のHP記事を
活用し、事業者に働きか
けるとともに、実施状況
の把握に努める。

人
権
市
民
相
談
課

86

②労働時間
短縮に向け
た啓発

就労相談の実
施や再就職セ
ミナーなどの
情報提供につ
いて、大阪府
やハローワー
ク等関係機関
との連携によ
り、女性の再
雇用の支援に
努めます。

①女性の再
雇用の支援

②育児休業
取得者の職
場復帰など
の促進に関
する啓発

15

16

17

男女共同参画の推進に向けた就
労の場での男女の理解と認識を
深めるために、WESSの様々な
情報提供や市HPでのセミナー等
の開催情報を提供し続けるこ
と、労働関係法令や制度に関す
ることを啓発すること、出産や
育児等で離職し再就職を希望す
る方の心理的ハードルを下げる
ような男女共同参画の実践例の
継続発信等を行うことは、必要
でありこれからも大切なことと
考える。

今後について、コロナ禍による
外出・イベントの制限が予想さ
れる中での情報提供や啓発の方
法として、HPの更なる充実や研
修・セミナーの動画配信・オン
ライン開催も一案だと思う。

新型コロナ拡大状況の中におい
ても、セミナーや説明会を実施
するには、感染予防対策等、日
ごろの実施とは違い、かなりの
配慮が必要であったと思うが、
参加者にはこの時期だからこそ
有意義であったと思う。

新型コロナの影響で、女性を含
め立場の弱い人にその影響はか
なり出ていると推測できるの
で、コロナ禍でできる支援、ア
フターコロナの支援を関係する
方々が一緒になって進めていく
ことを一度検討していただきた
い。

また、新型コロナの影響で外に
出る機会が少なくなったことも
あるので、SNS等のツールを
使った周知方法も検討されたら
どうか。

ワーク・ライフ・バランスに関
する啓発や状況提供は引き続き
実施されるとともに、市所有の
DVDの活用で、見る人にとっ
て、もっとわかりやすくする必
要がある。

長時間労働に関する職場改善や
働き方の見直しについては、現
場の人の意見を聞いて、社労士
や支援アドバイザーによる啓発
も必要である。

事業者に対
し、長時間労
働などの働き
方の見直しを
はじめ、仕事
も家庭も充実
できる職場環
境づくりにつ
いて、関係機
関などと連携
し、啓発を進
めます。

施策2

施策1

事業者に対
し、「育児休
業取得者に対
する代替要員
の確保及び原
職等復帰を促
進するための
助成金制度」
の利用につい
て周知し、労
働者の就労支
援の促進を働
きかけます。

方
針
1
　
雇
用
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

就労の場で
の男女の理
解と認識を
深める

多様な働き
方への支援
を進める

仕事と生活
の調和
（ワーク・
ライフ・バ
ランス）に
ついての考
え方を広く
普及する

方
針
2
　
仕
事
と
家
庭
生
活
、

地
域
活
動
の
両
立
支
援

施策1



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
にワーク・ライフ・バラ
ンス等について啓発を図
る。

①市施設内に働き方改革関連法への対応やワーク・ライフ・バランスや時間
単位の年次有給休暇制度導入を促進するチラシ・パンフを配架し、周知に努
めた。また、働き方改革対応相談窓口である「大阪働き方改革推進支援・賃
金相談センター」について、市施設へのチラシ配架により、周知を図った。
更に大阪府労働環境課主催の「働き方改革推進オンラインセミナー」につい
て広報紙により周知を行った。
　
②広報紙、HP、セミナー開催、チラシの配架等により周知ができた。

③商工会議所（経営者団体）と連携し、啓発に努める。

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
にワーク・ライフ・バラ
ンス等について啓発を図
る。

産
業
振
興
課

87

労働局、大阪府、財団法
人の作成する啓発パンフ
レットやHPの情報を利
用し、労働者に対して最
新情報を積極的に提供し
ていく。また、啓発方法
の充実に努める。

①かどママ就活サポート事業で、育休後の仕事と子育ての両立支援として、
10月14日に「時短メイク」、11月6日に「時短クッキング」を実施した。
　
②「時短メイク」「時短クッキング」それぞれ女性８人の参加があり、仕事
と育児の両立支援の手助けが出来た。必要とする人に的確な情報を伝えるこ
とができた。

③リーフレットの配架により啓発を進めるとともに、セミナー開始等啓発方
法を検討し、より多くの人に情報が提供できるよう努める。

労働局、大阪府、財団法
人の作成する啓発パンフ
レットやHPの情報を利
用し、労働者に対して最
新情報を積極的に提供し
ていく。また、啓発方法
の充実に努める。

人
権
市
民
相
談
課

88

育児・介護に関する両立
支援制度について市民・
庁内関係課へチラシ等を
配布し情報提供に努め
る。

①市施設内にチラシ・パンフを配架し、周知に努めた。

②チラシ・パンフを配架した事により来庁者等への周知及び啓発はできたも
のの、それ以外の効果的な活動の検討はできなかった。

③関係機関と連携し、制度の普及啓発に努める。

育児・介護に関する両立
支援制度について市民・
庁内関係課へチラシ等を
配布し情報提供に努め
る。

産
業
振
興
課

89

育児や介護のための両立
支援制度概要等の推進に
関する情報提供を進める
とともに、事業者の実践
状況の把握に努める。

①大阪府が発行する「ワーク・ライフ・バランス」のリーフレット等で育
児・介護の両立支援制度や労働条件等を情報提供したほか、HPで女性の活
躍・両立支援サイト（厚労省委託事業）を紹介し、全国の企業が実施してい
る取り組みについて周知した。また、11月25日にワーク・ライフ・バラン
ス啓発講座「ハラスメント対策の基礎知識～みんなが働きやすい職場に～」
を開催し、市民・市職員31人（男26人・女11人）の参加があった。

②育児や介護のための両立支援制度についてリーフレットやHP、講座等で広
く啓発を行うことができた。

③関係課と協力し、ワーク・ライフ・バランスの重要性を事業者・労働者双
方に対し効果的に啓発する方法を検討するほか、男性の育休や介護休暇取得
状況等、事業者の実践状況について把握に努める。

育児や介護のための両立
支援制度概要等の推進に
関する情報提供を進める
とともに、事業者の実践
状況の把握に努める。

人
権
市
民
相
談
課

90

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に育児休業・介護休業等
の制度について、周知・
啓発を図る。

①関係機関からのチラシ・パンフを配架し、労働時間等の基本的な考え方の
情報提供を行った。

②チラシ・パンフを配架した事により来庁者等への周知及び啓発はできたも
のの、それ以外の効果的な活動の検討はできなかった。

③労働者への配慮等、事業主の取り組みが進むよう、実施状況を把握し、引
き続き啓発活動に取り組む必要がある。

商工会議所をはじめ経営
者団体と連携し、事業者
に育児休業・介護休業等
の制度について、周知・
啓発を図る。

産
業
振
興
課

91

③保育サー
ビスなどの
充実

共働き世帯な
どの働く親の
仕事と子育て
との両立を支
援し、子ども
の健やかな成
長を支援する
ため、保育所
における延長
保育や一時預
かりなどの
サービス、病
児保育、放課
後児童クラブ
の充実に努め
ます。

子ども・子育て支援事業
計画に基づき、市民ニー
ズに即した子育て支援施
策の供給体制の構築を図
る。

①子ども・子育て支援事業計画の目標に基づき、事業の拡充に努めた。

②これまでの供給体制の構築により、令和２年度（2020年度）においては
年間を通じて待機児童の解消が実現した。

③現在の供給体制を維持するとともに、多様な子育てサービスの拡充に向
け、市全体で取り組みを進めていく必要がある。

子ども・子育て支援事業
計画に基づき、市民ニー
ズに即した子育て支援施
策の供給体制の構築を図
る。

保
育
幼
稚
園
課

92

④介護サー
ビスなどの
充実

介護を必要とす
る高齢者を抱
え、仕事との両
立を図ろうとす
る家庭に対し、
介護保険制度に
関する情報提供
の充実を図り、
介護サービスの
効果的な提供支
援を通じて、介
護が個人・家族
の責任から社会
の責任として定
着するように努
めます。

今後も高齢者数及び高齢
化率の上昇が見込まれる
ため、適切な要介護認定
及び保険給付のみなら
ず、家族介護者の支援や
介護の予防についても重
点的に進める。

①地域包括支援センター等と連携し、介護保険制度の周知や家族介護者の相
談支援に取り組んだ。
　
②相談機関の周知とともに、地域包括支援センター等と連携し、個別のニー
ズに応じた相談体制の充実に努めた。
　
③地域包括支援センター・ケアマネジャー・介護者家族の会等に協力を依頼
し、より一層の周知が必要である。

今後も高齢者数及び高齢
化率の上昇が見込まれる
ため、適切な要介護認定
及び保険給付のみなら
ず、家族介護者の支援や
介護の予防についても重
点的に進める。 高

齢
福
祉
課

93

18

②労働時間
短縮に向け
た啓発

①育児・介
護休業制度
の普及啓発

②事業者に
対する男性
の育児休
業、介護休
業取得に向
けた働きか
け

育児・介護休業制度の普及に向
けては、労働者、事業者側それ
ぞれにまだまだ「取得しにく
い」「働きかけにくい」課題が
あると思う。それを解消してい
くためにも市側が根気強く、取
得すること、働きかけることの
メリットを提示して啓発を進め
ていく必要があると思う。

また、改善点に「連携し」と書
かれている部分が多いが具体的
な取り組みを示していただき、
目標としてほしい。その中で、
目標が大きく負荷にならないた
めにも今行っている他の仕事内
容・取り組みの中に「育児休
業、介護休業制度の啓発」を盛
り込むなどの工夫をしてはどう
かと思う。

特記できる事項としては、待機
児童を解消したことは素晴らし
い成果といえる。是非今後もこ
の状態を維持しながら、新たな
市民ニーズに対応できるよう市
全体で取り組んでほしい。

17ワーク・ライフ・バランスに関
する啓発や状況提供は引き続き
実施されるとともに、市所有の
DVDの活用で、見る人にとっ
て、もっとわかりやすくする必
要がある。

長時間労働に関する職場改善や
働き方の見直しについては、現
場の人の意見を聞いて、社労士
や支援アドバイザーによる啓発
も必要である。

事業者に対
し、長時間労
働などの働き
方の見直しを
はじめ、仕事
も家庭も充実
できる職場環
境づくりにつ
いて、関係機
関などと連携
し、啓発を進
めます。

労働者が育児休
業や介護休業な
どを取得するこ
との理解や協力
を得るため、子
育て期間中の短
時間勤務や子ど
もの看護休暇、
父母ともに育児
休業制度を取得
する場合の休業
可能期間の延長
（パパ・ママ育
休プラス）など
の制度につい
て、関係機関と
の連携により啓
発を進めます。

事業者に対
し、子育ての
社会的役割の
重要性や家庭
における男女
の共同責任に
ついて認識を
浸透させると
ともに、育児
休業や介護休
業制度などの
男性の利用促
進を働きかけ
ます。

施策1

施策2

仕事と生活
の調和
（ワーク・
ライフ・バ
ランス）に
ついての考
え方を広く
普及する

方
針
2
　
仕
事
と
家
庭
生
活
、

地
域
活
動
の
両
立
支
援

仕事と子育
て・介護と
の両立がで
きるよう、
環境整備を
進める



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

①性と生殖
に関する健
康と権利
（リプロダ
クティヴ・
ヘルス／ラ
イツ）に関
する啓発

女性の人権と
して、性と生
殖に関する健
康と権利（リ
プロダクティ
ヴ・ヘルス／
ライツ）の正
しい概念を周
知します。

広報紙やHPを利用する
ほか、効果的な周知方法
を検討・研究し啓発に努
める。

①「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」に関する記事を３月１日～８日の
「女性の健康週間」や３月8日の「国際女性デー」の周知とともにHPに新着
情報で掲載している。また、WESSではヘルスケア等の書籍や関連DVDを揃
え、希望者に貸し出せるようにしている。

②HPで広く周知を図り、より詳しく知りたい人には書籍、DVDを貸し出す
体制は整えている。ただしセミナーは実施することができなかった。

③身近な問題であるということに気づいてもらえるよう、関係課と協力し効
果的な周知方法について検討する。

リプロダクティヴ・ヘル
ス／ライツとは何かを
知ってもらうため、広報
紙やHPを利用した啓発
を行うとともに、関係部
署と協議を行い、関係す
る身の回りの問題と絡め
ながら、効果的な周知方
法を検討・研究し啓発に
努める。

「リプロダクティブ・ヘルス/ラ
イツ」は、人間が尊厳をもって
生きるために不可欠なテーマで
ある。関係部署との協働を高く
評価する。

分りやすく効果的な周知方法
等、概念的でなく具体的な取り
組みを期待する。

各相談室の利用者の関心を引く
パンフレットの作製と設置等、
活用を促進できる、親しみやす
い取り組みも期待する。

人
権
市
民
相
談
課

94

引き続きチラシやポス
ター等を通して啓発に努
めるとともに、依頼があ
れば学校等においても健
康教育を行う。

①新型コロナの状況もあり、中学校からは性教育の依頼はなかった。保健福
祉センター内において、チラシの設置やポスターの掲示を行った。

②正しい知識の普及啓発に努めた。

③コロナ禍で中学校へ出向いて性教育を行うのが難しい場合の普及啓発につ
いて検討する必要がある。

引き続きチラシやポス
ター等を通して啓発に努
めるとともに、依頼があ
れば学校等においても健
康教育を行う。

コロナ禍での目標の設定と、正
確な知識の普及への取り組みを
評価する。

学校教育課とは異なる、健康増
進課ならではの視点と企画があ
ると思われるので、更なる創造
的で積極的な取り組みを期待す
る。

健
康
増
進
課

95

性に関する価値観の違い
を認め合う意識を児童・
生徒に育むために、外部
講師を招聘する等工夫を
し、継続的に取り組みを
進めていく。

①性感染症予防、HIV等に関しては、20校中10校において取り組んだ。ま
た、性の多様性については、11校において児童・生徒に対する取り組みを実
施した。新型コロナの影響で、外部講師を招聘しての講演が中止になった学
校もあったが、性感染症予防、HIV等に関しては中学校１校で助産師を、性
の多様性については小学校１校・中学校１校でLGBTQ当事者による講演を
実施した。

②コロナ禍において、各校で可能な範囲ではあるが、児童・生徒の発達段階
に応じた性の尊重に関する教育を推進できた。

③性に関する意識や価値観が多様化する中、また、大阪府の「性の多様性に
関する理解増進条例」が施行後１年を経過していることも踏まえ、児童・生
徒が性の多様性を尊重する意識や態度を育む取り組みを、引き続き行う必要
がある。

大阪府の「性の多様性に
関する理解増進条例」等
に基づき、性に関する価
値観のちがいを認め合う
意識を児童・生徒に育む
ために、外部講師を招聘
する等工夫をし、継続的
に取り組みを進めてい
く。

工夫しながら困難なテーマに積
極的に取り組む姿勢を高く評価
する。

性の多様性は、様々な切り口か
らの理解が大切となる。多様な
外部講師により、性の多様性が
具体的に見える化できること
は、大変重要だと思われる。

多くの人たちの意識が覚醒さ
れ、多様性への気づきと理解が
深まることを期待する。

学
校
教
育
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③男女の健
康に関する
啓発

男女の健康に
関する啓発に
ついて、生活
習慣病予防教
室や骨粗しょ
う症予防教室
などを開催
し、広報紙な
どを活用し、
市民が受講し
やすい内容に
努めます。

食育ボランティアの活躍
の場を増やし、市民と一
緒に健康づくりに取り組
む。

①新型コロナの拡大により、食育ボランティアの養成講座は実施しなかっ
た。

②食育ボランティアの活躍の場を増やすことはできなかった。

③コロナ禍での教室開催、食育ボランティアの参加方法等を検討していく必
要がある。

コロナ禍における食育ボ
ランティアのありかたを
検討し、市民と一緒に健
康づくりに取り組む。

例年は、市民を対象とした積極
的な活動をされていた。

コロナ禍では、対面による活動
が自粛されることになり残念
だった。

健康づくりに食育はキーポイン
トとなる。

ウイズコロナ社会のもとで、健
康づくりへの創意工夫された取
り組みを期待する。

健
康
増
進
課
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④飲酒、喫
煙、薬物乱
用防止対策
などの推進

医師会や保健
所などの関係
機関、学校、
家庭、地域な
どとの連携に
より、飲酒、
喫煙、薬物乱
用防止対策に
努めます。

保健所や医師会等の関係
機関との連携を図りなが
ら、健康の保持等の周知
啓発に努める。

①前年度に引き続き、妊娠届出時の助産師等による面接において、喫煙して
いる妊婦とそのパートナーに向けて、禁煙指導を行った。また、妊娠中期・
後期に妊娠届出にて妊婦が喫煙している方を対象に、電話にて喫煙状況を聞
き取り、喫煙されている妊婦に対して禁煙指導を実施。出産後は、健診時の
すこやかアンケートを活用し、喫煙している養育者に向けて、禁煙指導や禁
煙外来の情報提供を行った。

②喫煙者だけではなく、受動喫煙を避けるような指導や情報提供を心掛け、
たばこの害についての周知を実施した。

③コロナ禍で、健康展等の場での健康保持・増進に関する情報提供を実施で
きなかったため、対策を講じる必要がある。

保健所や医師会等の関係
機関との連携を図りなが
ら、健康の保持等の周知
啓発に努める。

飲酒や喫煙等々は、生活全般や
人間関係に大きく影響する問題
であり、きめ細やかな取り組み
の継続を期待する。

女性の嗜癖問題の背景には、
様々な虐待やＤＶ問題が潜んで
いる場合がある。啓発への取り
組みと同時に、その発見と援助
を期待する。

健
康
増
進
課
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①妊娠や出
産などに関
する健康支
援

飛び込み出産の
防止や妊娠高血
圧症候群、貧血
の早期発見な
ど、妊婦の健康
の保持・増進を
図るため、妊婦
健康診査の周知
と受診の促進を
図ります。ま
た、相談や乳幼
児健診、訪問活
動など、母子の
健康の保持・増
進を図ります。

母子健康手帳の交付時に
妊娠・出産に関する専門
性の高い助産師等による
全数面接を行い、妊婦健
診の受診勧奨及び妊婦の
相談等にも対応する。ま
た、「門真市子育て世代
包括支援センターひよこ
テラス」を充実させ、妊
娠期から子育て期まで切
れ目なくサポートできる
体制を整える。

①前年度に引き続き、母子健康手帳の交付時に助産師等による全数面接を実
施。「門真市子育て世帯包括支援センターひよこテラス」の相談体制とし
て、「地域子育て支援センター　ひよこる～む」と連携し、「赤ちゃんのつ
どい」を年間5回開催した。助産師が養育者の相談に応じるとともに、その
内容を地区の担当保健師へ引き継ぎ、支援の継続に努めた。

②コロナ禍で面接時間は短縮されたが、全数面接は前年度に引き続き実施で
きた。また、「赤ちゃんのつどい」は11人中6人が継続利用され、支援を必
要とする母子への切れ目ないサポートのための相談支援体制が取れた。

③引き続き、助産師等による全数面接から、支援が必要なケースには早期に
地区担当保健師の介入に繋げる。また、より個別的な支援のため、面接時に
母と共有する「ほほえみプラン」の改訂が必要である。

母子健康手帳の交付時に
妊娠・出産に関する専門
性の高い助産師等による
全数面接を行い、妊婦健
診の受診勧奨及び妊婦の
相談等にも対応する。ま
た、「門真市子育て世代
包括支援センターひよこ
テラス」を充実させ、妊
娠期から子育て期まで切
れ目なくサポートできる
体制を整える。

一昨年に「門真市子育て世代包
括支援センター」の活動がス
タートし、妊娠期から子育て期
までの心配事や悩み事を相談で
きる体制が構築されたことは、
喜ばしいことです。センターの
更なる充実を期待します。 健

康
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②乳幼児期
からの食育
の推進

健康づくりの
基礎となる乳
幼児期に、適
切な食習慣の
確立や食を通
じた豊かな人
間性の構築、
家族の関係づ
くりなどを深
めるため、食
生活の重要性
について、総
合的な食育の
推進を図りま
す。

門真市健康増進計画・食
育推進計画の推進体制を
充実させ、計画の進捗管
理に取り組む。食育ボラ
ンティアの活躍の場を持
ち、食育を推進してい
く。

①新型コロナ感染拡大防止の観点から、食育啓発の場を直接持つことができ
なかったが、健診等でのチラシ配布等の啓発を行った。

②コロナ禍の中、健診や個別相談での対応で、食育啓発を行った。

③「門真市健康増進計画・食育推進計画」の推進体制を充実させ、計画の進
捗管理に取り組む。

「門真市健康増進計画・
食育推進計画」の推進体
制を充実させ、計画の進
捗管理に取り組む。ま
た、コロナ禍でもできる
相談等を充実させる。

食育啓発の充実を図るため、ボ
ランティアの交流の場を作る等
の一層の進化を期待します。

健
康
増
進
課
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性と生殖に関
して健康であ
ることの重要
性や性感染
症、HIV／エイ
ズなどに関す
る正しい知識
の普及啓発を
進めます。

19

20

②性の尊重
に関する教
育の推進

施策

方
針
1
　
生
涯
を
通
じ
た
男
女
の
健
康
支
援

施策1

施策2

生涯を通じ
男女が健康
を保持・増
進できるよ
う、心身の
健康に関す
る啓発・教
育を進める

生涯各期に
応じた健康
対策を進め
る



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

③成人・高
齢期におけ
る健康づく
りの推進

死因や要介護
認定の原因疾
患の男女の違
いなどを踏ま
え、がん検診
の受診や疾病
に関する正し
い知識の啓発
を進めます。
また、心の健
康相談の充実
に努めます。

引き続き、がん検診やそ
の他健診についての周
知・受診勧奨に努める。
また、心の問題等、適切
な相談窓口を紹介し充実
した相談支援を進める。
がん検診において、引き
続き、大阪府が設定する
重点受診勧奨対象者に対
する個別受診勧奨や保育
付きのがん検診等の取り
組みを行い、受診率を向
上させ、がんの早期発
見・早期治療をめざす。

①新型コロナ感染拡大防止の観点から、6～8月の集団がん検診については中
止した。個別については、4月よりがん検診・一般健診を中止することなく
実施した。
乳がん・子宮がん検診については対象となる市民に無料クーポン券を送付
し、大阪府の重点受診勧奨対象者に個別通知（25～44歳女性：子宮がん、
50～69歳女性：乳がん、60～69歳男女：胃・大腸がん）を実施し、受診
を促した。受診率向上の取り組みとして、保育付きの子宮がん検診を実施し
た。

②市民にとって身近な医療機関で健（検）診を受ける機会を設けることがで
きた。また、受診率向上に向けた取り組みを行うことができた。

③こころの相談については積極的な周知ができておらず、引き続き、保健所
等の関係機関・関係各課との連携強化を図る必要がある。

引き続き、がん検診やそ
の他健診についての周
知・受診勧奨に努める。
また、心の問題など、適
切な相談窓口を紹介し充
実した相談支援を進め
る。がん検診において、
引き続き、大阪府が設定
する重点受診勧奨対象者
に対する個別受診勧奨や
保育付きのがん検診等の
取り組みを行い、受診率
を向上させ、がんの早期
発見・早期治療をめざ
す。

今後は、心の健康相談について
の相談支援を具体的に検討し、
展開されることを期待します。

健
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市民の方々の期待も年々
高くなっている中で、来
年度以降においては、新
たな種目を追加する等、
これまでの取り組みよ
り、市民の誰もがそれぞ
れのライフステージに応
じたスポーツ・レクリ
エーション活動に参加す
る機会の充実に努めてい
きたい。

①門真市スポーツ少年団が主催する大会事業に対し補助金を交付した。ま
た、門真市生涯スポーツ推進協議会においては、年間を通してスポーツ・レ
クリエーション活動ができるきっかけ作りとして、これから実施するものを
含めて年２回、スポーツ教室を実施した。

②今年度は、新型コロナ対策のため、多くの事業が中止になってしまった
が、「門真市スポーツ・レクリエーション事業」のスポーツ教室に関して
は、バスケ大好き芸人田村裕氏のバスケット教室や、体育協会のスポーツ教
室を開催し、気軽に様々な種目のスポーツに参加できるような事業を開催で
きた。

③更なる参加者の増加をめざし、子どもから高齢者、障がい者等、誰もが気
軽に参加できる運営方法を検討する。

市民の方々の期待も年々
高くなっている中で、来
年度以降においては、新
たな種目を追加する等、
これまでの取り組みより
一層推進するとともに、
市民の誰もがそれぞれの
ライフステージに応じた
スポーツ・レクリエー
ション活動に参加する機
会の充実に努めていきた
い。

今後も一層多様な人の健康づく
りを推進していただきたい。併
せて、企画運営に、女性参画を
意識して進めていただきたい。

生
涯
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介護予防を目的とした通
いの場（いきいき百歳体
操等）の更なる立ち上げ
につなげていく。高齢者
の居場所（サロン）の立
ち上げを支援し、閉じこ
もりがちな高齢者の参加
を促していく。

①地域包括支援センター、生活支援コーディネーターとともに、いきいき百歳体操
等、介護予防を目的とした通いの場の普及び啓発に努めた。現在35か所の通いの場
が立ち上がっている。体操に興味がなく、自宅に閉じこもりがちの高齢者に向け
て、高齢者の居場所（サロン）に参加できるように、サロンの立ち上げ支援を行っ
ている。しかし、コロナ禍において通いの場やサロンの活動が休止している団体も
多い状況にある。そのため、屋外の畑（れんかの畑）を利用して、参加賞をお渡し
するというラジオ体操企画を開催したが、参加賞をお渡しした後も、自主的にラジ
オ体操を継続する方もみられ、通いの場への移行に繋がった。

②通いの場の数や参加者数の増加により、高齢者の運動習慣が身につき、健康の推
進に繋げることができたが、コロナ禍において自粛する高齢者も多く、フレイル状
態に陥っている方への対応が必要である。

③運動習慣をつけるため、引き続き通いの場の数と参加者数が増えるよう動機付け
を行う必要がある。同時に、外出機会の創出という形でラジオ体操企画を市内で増
やしていけるよう活動を続ける。

介護予防を目的とした通
いの場（いきいき百歳体
操等）や高齢者の居場所
（サロン）の立ち上げを
支援し、閉じこもりがち
な高齢者の参加を促して
いく。コロナ禍におい
て、屋外で活動できるラ
ジオ体操の場を増やすよ
う支援を行う。

コロナ禍、「早朝ラジオ体操」
や「いきいき百歳体操」が各地
域で取り組まれています。しか
し、この間、参加者が三々五々
であったり、中止となったりし
ています。高齢者が屋内外で新
型コロナ感染防止対策を施した
うえで活動できる方策を考えて
いただきたい。

高
齢
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①ひとり親
家庭に対す
る支援

母子家庭等ひ
とり親家庭の
自立支援を計
画的に進めま
す。

「子ども・子育て支援計
画」に基づき、ひとり親
家庭を含めた総合的な子
育て支援への取り組みを
行う。生活の自立に向け
た給付金制度や、福祉資
金貸付制度についての周
知を図り、また、他機関
と連携しながら就労支援
を行うことで、ひとり親
家庭の自立促進を促す。

①自立支援員によるひとり親自立支援相談を227件（１月末時点）実施し
た。また、母子・父子自立支援員勉強会等に出席することで、自立支援員の
知識向上にも繋がった。
　
②自立支援教育訓練給付金が２件（１月末時点）（令和元年度（2019年
度）は２件）、高等職業訓練促進給付金事業が10件（令和元年度は６件）の
実績があった。給付金の対象者拡大により、申請数が増加している。また、
プログラム策定事業を行うことで、個々のニーズに合わせた就労支援を行っ
た。

③引き続き、自立支援員による相談業務等を実施するとともに、関係機関等
と連携することで、相談体制の充実に努める。

「子ども・子育て支援計
画」に基づき、ひとり親
家庭を含めた総合的な子
育て支援への取り組みを
行う。母子・父子自立支
援員を中心に、来所者へ
柔軟に対応できる相談体
制の構築に努める。ま
た、他機関と連携しなが
らひとり親家庭の自立に
向けた支援を実施する。

自立支援相談件数が増加した点
は評価できる。

コロナ禍にある現在、ひとり親
家庭の生活状況は厳しさを増し
ている。自立支援に向けた就労
支援体制を更に充実させていた
だきたい。また、ひとり親家庭
の子どもが不利益を被らないよ
う、子育て支援・親支援の充実
に努めていただきたい。

子
育
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②高齢者に
対する支援

介護保険サー
ビスの提供を
進め、地域で
の自立した生
活を支援する
ための事業を
推進します。

地域包括支援センター・
介護保険事業者・高齢者
に関わる地域住民らと
様々な会議を通して、連
携の強化を行うと同時
に、高齢者が自立した生
活を送るために高齢者自
身が意識づけできるよう
な取り組みを行ってい
く。

①地域包括支援センター及び介護保険サービス事業者・民生委員・校区福祉委員等
を対象に、市域包括ケア会議を実施した（個別・圏域）。また、保護課職員を対象
に介護保険の現状や自立支援を図る介護サービスの利用方法等の講座を開催した。
自立支援型地域ケア会議を継続して開催することで、限られた介護の資源を有効に
利用できるよう取り組みを行っている。第８期介護保険事業計画（令和３年度
（2021年度）より５年度）では、総合事業の見直しを図り、日常生活・総合支援
事業の建てつけを変更し、高齢者のセルフマネジメント力を定着するようなサービ
ス利用について検討を重ねている。

②高齢者に関わる方々に会議や講座に出席いただく等、連携体制の強化を図った。
介護予防の重要性や適切な介護サービスの利用等、市民向け講座を今後も開催して
いく。

③様々な会議を通して、地域課題を積み上げ、参加者と共有してきたが、その地域
課題について解決できるような取り組みが十分できていない状況である。令和３年
度（2021年度）から変更する日常生活・総合支援事業の建てつけについて、関係
機関や市民への周知が十分ではないので、スケジュールを意識しながら取り組むべ
きであった。

地域包括支援センター・
介護保険事業者・高齢者
に関わる地域住民らと
様々な会議を通して、連
携の強化を行うと同時
に、高齢者が自立した生
活を送るために高齢者自
身が意識づけできるよう
な取り組みを行ってい
く。同時に、日常生活・
総合支援事業の建てつけ
を変更することで、元気
な高齢者を増やす取り組
みを行っていく。

第８期介護保険事業計画をふま
え、高齢者が自立した生活が送
れるような介護サービスを提供
していただきたい。

③については、昨年度に引き続
き同じ課題があげられている。
会議の在り方も含めて、改善に
向けて再検討されたい。

高
齢
福
祉
課

105

③障がいの
ある児童に
対する支援

障がいのある
子どもが、地
域で社会の一
員として主体
的に生きる力
を高められる
ように、関係
機関などと連
携し、ライフ
ステージに
合った福祉・
保健・医療な
どを支援しま
す。

「第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福祉
計画」に基づき、障がい
児通所支援を主として、
必要時に障がい福祉サー
ビス・地域生活支援事業
の利用を推進するととも
に、障がいのある子ども
に対する適切な療育の提
供により、生活能力等の
向上や、またその生活を
支えることにより、保護
者の負担も軽減してい
く。

①令和３年（2021年）１月時点での障がいのある子どものサービスの利用
状況は、障がい福祉サービス・地域生活支援事業については減少傾向にあ
り、受給者証の発行数は、53人となっているものの、障がい児通所支援につ
いてはサービスが創設された平成24年度（2012年度）以降増加し続け、令
和３年１月末時点で受給者証の発行数は442人となっている。

②障がいのある子どもに対し、学校・事業所・市が連携し、障がい児支援利
用計画に基づき、必要な療育の機会を提供するとともに、保護者の負担を軽
減した。

③今後も療育を必要とする障がいのある子どもが適切な療育を利用できるよ
う、関係機関に周知するとともに、HP・福祉のしおり等でも継続して周知に
努め、サービスを利用しやすい環境作りに努めていく。

第6期障がい福祉計画・
第2期障がい児福祉計画
に基づき、障がい児通所
支援を主として、必要時
の障がい福祉サービス・
地域生活支援事業の利用
を推進するとともに、障
がいのある子どもに対す
る適切な療育の提供によ
り、生活能力等の向上
や、その生活を支えるこ
とにより、保護者の負担
も軽減していく。

新たに策定された「第６期障が
い福祉計画」の実現に向けて支
援体制を充実させていただきた
い。通所支援のHP案内は、こど
も発達支援センターだけでな
く、障がい福祉課にも掲載した
方がわかりやすい。 障

が
い
福
祉
課
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生涯を通じ、
健康づくりを
意識した運動
の習慣づけを
めざし、啓発
を行うととも
に、年代や体
力に応じたス
ポーツ活動を
促進します。

20

21

④健康づく
りを意識し
た運動習慣
の促進

方
針
1
　
生
涯
を
通
じ
た
男
女
の
健
康
支
援

方
針
2
　
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
る
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

施策2

施策1

生涯各期に
応じた健康
対策を進め
る

困難な状況
に置かれた
人々の課題
解決のため
の支援を強
化する



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

④障がいの
ある人に対
する支援

障がい福祉
サービスの提
供を進め、地
域での自立し
た生活を支援
するための事
業を推進しま
す。

「第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福祉
計画」に基づき、障がい
福祉サービス・地域生活
支援事業等の提供を行
い、平成31年（2019
年）４月に開設した地域
生活支援拠点を活用し、
障がいのある人の自立に
向けた支援を継続して実
施する。

①様々な障がいのある人に対し、障がい福祉サービス・地域生活支援事業の
サービス提供を実施した。
　
②就労やグループホームの利用を希望する方に対し、引き続き障がい福祉
サービスによる就労訓練の機会の提供とともに、一般就労に向けた支援を行
い、また、グループホームの利用による自立した生活への支援を実施した。
 
③引き続き、HP・福祉のしおり等で障がい福祉サービス・地域生活支援事業
について、継続して周知を行う。

第６期障がい福祉計画・
第２期障がい児福祉計画
に基づき、障がい福祉
サービス・地域生活支援
事業等の提供を行い、地
域生活支援拠点を活用
し、障がいのある人の自
立に向けた支援を継続し
て実施する。

新たに策定された「第６期障が
い福祉計画」の実現に向けて支
援体制を強化していただきた
い。

障
が
い
福
祉
課
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引き続き、生活困窮者自
立相談支援事業の実施に
より、生活困窮に関する
相談を一元的に受け付け
る窓口として機能すると
ともに、相談者に寄り
添って自立に向けた支援
に努める。また、生活困
窮者就労準備支援事業の
利用者増加を目指す。よ
り早期に支援が開始でき
るよう、周知・啓発に努
めていく。

①コロナ禍で急増する生活困窮者に対する総合的な相談窓口として機能して
いる。一人ひとりに合わせた支援計画を作成し、各種貸付や制度を利用しつ
つ、自立に向けた伴走型の支援を実施している。とりわけ令和２年度
（2020年度）は、住居確保給付金と生活福祉資金貸付の申請相談が急増し
た。また、生活困窮者就労準備支援事業の利用者においても、手厚い就労支
援を実施している。

②急増した住居確保給付金と生活福祉資金貸付の相談について、要件緩和等
の制度改正にも対応しつつ、審査事務の簡素化等により、支援を必要として
いる人に迅速に対応できた。

③困窮している人が、経済的、精神的に追いつめられてしまう前に支援を受
けられるよう、支援を必要としている人を迅速に把握できる地域づくりを進
めるとともに、相談窓口の周知に努める必要がある。就労準備支援事業につ
いても、利用者が増えるよう周知に努める必要がある。

引き続き、生活困窮者自
立相談支援事業の実施に
より、生活困窮に関する
相談を一元的に受け付け
る窓口として機能すると
ともに、相談者に寄り
添って自立に向けた支援
に努める。また、生活困
窮者就労準備支援事業の
利用者増加を目指す。よ
り早期に支援が開始でき
るよう周知・啓発に努め
ていく。

コロナ禍の状況下で手厚い支援
を実施できた点は評価できる。

①の推進状況については、支援
件数や就労支援事業利用者、就
労支援により改善された件数
等、数値による状況報告をして
いただきたい。

福
祉
政
策
課
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平成29年（2017年）
にハローワークの常設窓
口を福祉事務所内に設置
したことから、生活困窮
者（生活保護受給者）の
ためのワンストップ型
サービスを提供し自立支
援体制の充実に努め、連
携を強化し、就労に向け
ての支援体制の充実を図
る。

①課内に就労支援員等を配置及び福祉事務所内にハローワークの常設窓口を
設置し、生活困窮者（生活保護受給者）の自立支援を行った。(利用延べ人数
146人）

②就労支援員等を配置及び福祉事務所内にハローワークの常設窓口を設置し
たことにより、生活困窮者（生活保護受給者）の自立の助長に繋がった。

③市が実施する就労支援等事業と、福祉事務所内に設置したハローワークの
常設窓口とのより密な連携に努め、更なる生活保護受給者の自立支援体制の
充実を図る。

福祉事務所内に設置した
ハローワークの常設窓口
と連携を図りながら、生
活困窮者（生活保護受給
者）のためのワンストッ
プ型サービスを提供し、
更なる自立支援体制の充
実に努め、就労に向けて
の支援体制の充実を図
る。

コロナ禍にありながら、自立支
援に向けた窓口利用者が昨年度
と同数に留まっている。今後ま
すます生活困窮者の増加が見込
まれるので、就労に向けた支援
体制を強化していただきたい。
また、就労が可能な人について
は、市役所での軽作業、公園道
路の清掃等、担当課が目の行き
届く範囲での就労訓練の実施に
努められたい。

保
護
課

109

⑥就労困難
者に対する
就労支援

母子家庭の母
や寡婦、高齢
者や障がいの
ある人など、
就労が困難な
人の就労を促
進するため、
ハローワーク
等関係機関と
連携し、就労
機会の確保・
拡大に努めま
す。

地域就労支援センターに
おいて、職業訓練等の情
報提供をするとともに、
ハローワークとのより一
層の連携強化を図り、ひ
とりでも多くの就職困難
者が就労できるように努
める。

①就労支援センターで週３日、就労相談を実施している。（令和２年度
（2020年度）利用延べ件数は２月末時点で76件）

②地域就労支援センターにおいて、求人情報等ハローワークより得た情報を
提供するといった形で連携を行うことができた。

③ハローワークとの連携をより強化し、地域就労支援センターによる就労相
談・支援に努める。

地域就労支援センターに
おいて、職業訓練等の情
報を提供するとともに、
ハローワークとのより一
層の連携強化を図り、ひ
とりでも多くの就職困難
者が就労できるように努
める。

コロナ禍により求人が減ってい
るため、市役所での軽作業、公
園道路の清掃等、市担当課の目
の行き届く範囲での就労訓練の
実施に努められたい。

産
業
振
興
課
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⑦小地域活
動の推進

地域の高齢者や
障がいのある
人、子育て中の
親子など支援を
必要とする人々
が住み慣れたま
ちで安心して生
活できるよう
に、地域住民の
参加と協力によ
る支え合い、助
け合いの取り組
み「小地域活
動」を推進し、
地域力の強化を
図ります。

引き続き門真市社会福祉
協議会が実施する小地域
ネットワーク活動に対
し、補助金を交付すると
ともに、よりきめ細か
な、かつ実効的な事業が
実施できるような仕組み
づくりや助言を行ってい
く。

①門真市社会福祉協議会が小学校区単位で実施する小地域ネットワーク活動
に対して、事業費補助を行った。

②地域住民が主体となった支え合い活動を支援することにより、地域力の向
上につながった。令和２年度（2020年度）は新型コロナの影響で各校区の
活動は縮小したが、屋外の美化活動で使用するジャンパーや、いきいきサロ
ンの会場の換気に用いる扇風機の購入に補助金を充てるなど、時勢に応じた
活動に対する支援を行った。

③様々な課題を抱えた人達が安心して生活できるよう、これからも小地域活
動を推進できるような仕組み作りの構築に努めていく必要がある。とりわ
け、障がいのある人が参加しやすい取り組みを検討していく必要がある。

引き続き、門真市社会福
祉協議会が実施する小地
域ネットワーク活動に対
し補助金を交付するとと
もに、よりきめ細かな、
かつ実効的な事業が実施
できるような仕組み作り
や助言を行っていく。

新型コロナがおさまるまでは活
動しにくい面もあるが、できる
範囲で小地域活動を推進された
い。

福
祉
政
策
課
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生活が困窮し
ている人への
相談や指導・
助言を行い、
自立に向けた
支援に努めま
す。

21

⑤生活が困
窮している
人に対する
自立支援

方
針
2
　
さ
ま
ざ
ま
な
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難
を
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る
人
が
安
心
し
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暮
ら
せ
る
環
境
の
整
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施策1 困難な状況
に置かれた
人々の課題
解決のため
の支援を強
化する



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

①情報提供
の充実

母子家庭や寡
婦、障がいの
ある女性、外
国人女性など
が、安心して
日常生活を送
ることができ
るように、生
活情報や行政
サービス情報
などを提供し
ます。

広報紙やHPだけでな
く、講演会開催時に情報
提供する等、困難な状況
にある女性が安心できる
情報提供を行う。

①WESSにおいて女性のための相談を行うとともに、必要な支援や情報をワ
ンストップで提供した。

②複合的な要因で困難な状況にある女性が安心できる支援体制を整えること
ができた。

③更に周知を行い、安心して日常生活を送ることができるよう、情報提供に
努める。

広報紙やHPだけでな
く、講演会開催時に情報
提供する等、困難な状況
にある女性が安心できる
情報提供を行う。

人
権
市
民
相
談
課
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引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

①相談窓口の周知については、定期的に広報紙に女性のための相談や人権相談窓口を掲載し
て周知を行った。
各相談窓口の相談件数（延べ）
・人権相談458件　（女性335件（うちDV99件）・男性123件（うちDV1件））
総件数が前年度の延べ331件から127件増加した。相談対応においては、寄り添い相談46
件（前年度から16件減）、自宅等への出張相談3件（前年度から2件減）と減少した。
・女性のための相談267件　（夫婦間トラブル・離婚前相談・DV167件、親族間トラブル
29件、その他（生きづらさ、近隣・知人・男女関係トラブル、生活不安、病気不安、子育て
他）71件）
・人権擁護委員の相談2件（男女比不明）
人権擁護委員による人権相談では、市内11カ所の福祉施設で出張相談を実施している（内９
カ所は新型コロナの影響により２年度は中止）。

②女性のための相談について、対応日数を増やしたことで件数がほぼ倍増した。継続相談や
再相談が半数を占めており、安心して相談できる場を提供できた。

③複合的課題を抱えた相談者への相談支援を行うため、相談員自身が自己研鑽に努め、関係
機関との協働を図る。

引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

人
権
市
民
相
談
課
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相談体制の充実を図ると
ともに、関係機関等との
更なる連携強化に努め
る。ひとり親家庭への支
援体制についての周知を
図る。

①自立支援員によるひとり親自立支援相談を、１月末時点で227件実施し
た。また、母子・父子自立支援員勉強会等に出席することで、自立支援員の
知識向上にも繋がった。

②ひとり親家庭等の相談内容に応じ、関係機関等との連携を図り、支援を
行った。
　
③ひとり親家庭の相談先として、自立支援員の周知啓発を行うとともに、関
係機関等と連携する等、適切な支援に努める。

柔軟に対応できる相談体
制の充実に努めるととも
に、関係機関等との更な
る連携強化に努める。ひ
とり親家庭への支援体制
についての周知を図る。

子
育
て
支
援
課

114

「第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福祉
計画」に基づき、障がい
のある女性や高齢者・難
病等の方々の相談に対応
できるよう、地域生活支
援拠点と、拠点に移転す
る障がい者基幹相談支援
センターを中核とした
ネットワークの強化に引
き続き取り組む。

①障がいのある女性・高齢者・難病等の方々からの相談、障害者虐待防止法
に関わる相談等に地域生活支援拠点と障がい者基幹相談支援センターととも
に関係機関と連携して対応する等、相談支援体制の充実が図れた。また、障
害者差別解消法に関する相談にも引き続き対応できるよう、庁内への周知及
び新採職員・新任管理職向け研修を実施するとともに、関係機関との連携を
図り相談体制を充実させた。

②関係機関との連携により様々な問題に対し、スムーズに対応できるよう努
めた。また、障がい者基幹相談支援センターを中核とするネットワークによ
る相談支援体制の構築ができた。
 
③今後も障がい者基幹相談支援センターを中核としたネットワークの強化に
取り組むとともに、各地域での相談支援のニーズを把握できるよう努める。

第４次障がい者計画及び
第6期障がい福祉計画・
第2期障がい児福祉計画
に基づき、障がいのある
女性や高齢者・難病等の
方々の相談に対応できる
よう、地域生活支援拠点
と障がい者基幹相談支援
センターを中核とした
ネットワークの強化に引
き続き取り組む。

障
が
い
福
祉
課

115

母子家庭や寡婦、障がい
のある女性、外国人女性
の生活保護受給者世帯に
ついて関係各課及び機関
と連携を図るとともに、
専任の面接相談員を配置
し、人権侵害等の事情へ
の総合的な対応に努め、
連携を強化し、就労に向
けての支援体制の充実を
図る。

①関係各課・機関と連携を図るとともに、専任の面接相談員を3名配置し、
母子家庭や寡婦、障がいのある女性、外国人女性の生活保護受給者世帯への
対応を行った。また、就労支援カウンセラーや、求職開拓員を配置しCWと
も連携しながら就労へ向けた取り組みを実施した。

②関係各課・機関と連携を図るとともに、専任の面接相談員や就労支援カウ
ンセラーを配置することにより、人権侵害等の事案への対応も含めたきめ細
かい対応が行えるようになった。

③関係各課・機関との連携を図り、今後もきめ細やかな支援を行っていく。

母子家庭や寡婦、障がい
のある女性、外国人女性
の生活保護受給者世帯に
ついて関係各課・機関と
連携を図るとともに、専
任の面接相談員を配置
し、人権侵害等の事情へ
の総合的な対応に努め、
連携を強化し、就労に向
けての支援体制の充実を
図る。

保
護
課

116

関係機関との更なる連携
強化を図る。

①出産病院からの要養育支援者情報提供票を活用し、産婦の継続したフォ
ローに努めた。また、妊娠届出時の助産師等の全数面接で支援を要する妊婦
や家族を把握し、早期の介入や他機関との連携が図れるように努めた。

②関係機関との密な連携が図れている。

③出産病院だけでなく、かかりつけ医との連携の強化も図る必要がある。

引き続き、関係機関との
更なる連携強化を図る。

健
康
増
進
課

117

母子家庭や寡
婦、障がいの
ある女性、外
国人女性など
が、安心して
日常生活を送
ることができ
るように、ま
た、人権侵害
などの事象に
総合的に対応
できるよう
に、関係課や
関係機関との
連携強化を図
ります。

22女性であるために困難な状況に
置かれている人々へのセーフ
ティネットを充実させるため
に、

①情報提供の充実
②相談体制の充実
③複合的な課題への対応

の3項目に整理されている。

①については、定期的に発行す
る広報紙の活用、HP、講演会や
相談の場での情報提供等、様々
な機会をとらえて実施されてい
ること、評価できる。

ただ、本当に情報が必要な女性
のもとに、それらがなかなか届
きにくい実情を踏まえ、スー
パーやコンビニ他、目につき易
い場所への掲示や学校での配布
等、一層の工夫を願いたい。

それは、セーフティネットの存
在を知らせ、困難な状況にある
人を決して孤立させないため
に、不可欠な努力だと考える。

②については、WESSの存在そ
のものが、大きな役割を果たし
ている。③にも関わるが、ワン
ストップの支援を提供できる場
が創設され、生かしている意味
は極めて大きい。この場をさら
に生かすよう、一層のネット
ワークの構築とこの場の広報を
期待する。また、継続相談や再
相談の増加など、つながりがで
きたことを示唆する状況である
ことも高く評価できる。

相談体制の充実にはもう1点、
相談員の意識啓発とスキルアッ
プが重要である。ジェンダー不
平等が根強い私たちの社会で
は、研ぎ澄まされた問題意識を
持っていなければ社会常識に流
されることも稀ではない。やっ
との思いで相談に来た女性が、
適切な相談対応を受けられるよ
う、相談員の自己研鑽に任せる
だけでなく、研修支援を今後も
積極的に実施いただきたいし、
力量ある相談員を育成するため
に、身分保障も必要である。

③については、男女共同参画社
会が、横断的な視点なくしては
実現しえない課題であることを
考慮し、様々な部署との連携を
模索し実現している点、評価で
きる。

具体的な解決への道は連携がな
ければ成り立たない。ジェン
ダー不平等が根深いため気づき
の機会が必要で、適切な連携を
実現できるために、一層の気づ
きをもたらす職員研修を望みた
い。

女性である
ことで複合
的に困難な
状況に置か
れている
人々への対
策を進める

②相談体制
の充実

方
針
2
　
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
る
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

施策2



令和２年度　第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

方針
施策の内容
（項目）

市の取り組み
令和２年度の
事業目標

令和２年度の
①推進状況　②評価　③改善点

令和３年度の
事業目標

審議会の意見 担当課
事業
番号

施策
番号

施策

引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

①相談窓口の周知については、定期的に広報紙に女性のための相談や人権相談窓口を掲載し
て周知を行った。
各相談窓口の相談件数（延べ）
・人権相談458件　（女性335件（うちDV99件）・男性123件（うちDV1件））
総件数が前年度の延べ331件から127件増加した。相談対応においては、寄り添い相談46
件（前年度から16件減）、自宅等への出張相談3件（前年度から2件減）と減少した。
・女性のための相談267件　（夫婦間トラブル・離婚前相談・DV167件、親族間トラブル
29件、その他（生きづらさ、近隣・知人・男女関係トラブル、生活不安、病気不安、子育て
他）71件）
・人権擁護委員の相談2件（男女比不明）
人権擁護委員による人権相談では、市内11カ所の福祉施設で出張相談を実施している（内９
カ所は新型コロナの影響により２年度は中止）。

②女性のための相談について、対応日数を増やしたことで件数がほぼ倍増した。継続相談や
再相談が半数を占めており、安心して相談できる場を提供できた。

③複合的課題を抱えた相談者への相談支援を行うため、相談員自身が自己研鑽に努め、関係
機関との協働を図る。

引き続き関係機関や庁内
各課と連携し、相談体制
の充実を図るとともに、
潜在している悩みを抱え
た人が相談につながるよ
う相談窓口の周知に努め
る。

人
権
市
民
相
談
課

118

相談体制の充実を図ると
ともに、関係機関等との
更なる連携強化に努め
る。

①複雑な問題に対する解決を図るため、対象者の状況把握に努め、必要な支
援を展開するべく、関係各課・機関と連携を行った。

②各関係機関と連携を図ることで、毎年増加する児童虐待をはじめとした
様々な相談に対応することができた。

③増加する様々な相談に対応できるよう、相談体制の充実に努めるととも
に、各関係機関との連携強化を図る必要がある。

相談体制の充実を図ると
ともに、関係機関等との
更なる連携強化に努め
る。

子
育
て
支
援
課

119

「第５期障がい福祉計画・
第１期障がい児福祉計画」
に基づき、障がいのある女
性・高齢者・外国人、難病
等の方々が抱える様々な問
題やその世帯の相談に対し
て対応ができるよう、平成
31年（2019年）４月開
設予定の地域生活支援拠点
と、拠点に移転する障がい
者基幹相談支援センターを
中核としたネットワークの
強化に取り組むとともに、
社会資源の活用等に取り組
む。

①障がいのある女性・高齢者・外国人、難病等の方々が抱える様々な問題に
関係機関と連携して取り組んだ。また、地域生活支援拠点と障がい者基幹相
談支援センターを中核とするネットワークによる相談支援体制を充実させ
た。
　
②個人の複合的な問題に対応するだけでなく、世帯の複合的な問題にも対応
する等、関係機関と連携して対応を実施した。また、障がい者基幹相談支援
センターを中核とするネットワークによる問題解決にも取り組めた。
 
③様々な問題を抱える障がいのある人及びその世帯の相談に対して対応がで
きるよう、引き続き、障がい者基幹相談支援センターを中核としたネット
ワークの強化に取り組む。

第４次障がい者計画及び
第６期障がい福祉計画・
第２期障がい児福祉計画
に基づき、障がいのある
女性・高齢者・外国人、
難病等の方々が抱える
様々な問題やその世帯の
相談に対して対応ができ
るよう、地域生活支援拠
点と障がい者基幹相談支
援センターを中核とした
ネットワークの強化に取
り組むとともに、社会資
源の活用等に取り組む。

障
が
い
福
祉
課

120

複合的な問題を抱えた生
活保護受給者世帯の悩み
や困難を解決するため関
係各課及び関係機関と連
携を図るとともに、課内
の相談員（子ども健全育
成相談員等）を活用する
ことにより問題の解決に
努める。

①関係各課・機関と連携を図るとともに、課内の相談員（子ども健全育成相
談員等）を活用することにより、子育てや日常生活における複合的な問題を
抱えた生活保護受給者世帯の悩みや困難を解決し、世帯の自立助長を行っ
た。

②令和２年度（2020年度）はコロナ禍の中、訪問等が制限されたが、関係
各課・機関と連携を図るとともに、課内の相談員（子ども健全育成相談員
等）の電話等による支援により例年と変わらぬ取り組みが行われ、子育てや
日常生活の悩みや困難が解消され世帯の自立助長が図られた。

③関係各課・機関と連携をきめ細やかに行う。また、課内の相談員（子ども
健全育成相談員等）の更なる活用を行う。

複合的な問題を抱えた生
活保護受給者世帯の悩み
や困難を解決するため、
関係各課・機関と連携を
図るとともに、課内の相
談員（子ども健全育成相
談員等）を活用すること
により問題の解決に努め
る。

保
護
課

121

関係機関との更なる連携
強化を図る。

①地区担当の保健師を通し、子育て支援課や家庭児童相談センター、大阪府
中央子ども家庭センター、医療機関等と連携を図り、家庭のフォローに努め
た。

②養育者からの相談だけではなく、関係機関からの連絡を受けて、家庭の支
援に努めることもあり、連携の定着ができつつある。

③引き続き、連携強化を図る必要がある。

引き続き、関係機関との
更なる連携強化を図る。

健
康
増
進
課

122

さまざまな複
合的な課題を
抱えた家庭の
悩みや困難を
解決するた
め、関係課や
関係機関など
との連携によ
る対応の充実
を図ります。

22女性であるために困難な状況に
置かれている人々へのセーフ
ティネットを充実させるため
に、

①情報提供の充実
②相談体制の充実
③複合的な課題への対応

の3項目に整理されている。

①については、定期的に発行す
る広報紙の活用、HP、講演会や
相談の場での情報提供等、様々
な機会をとらえて実施されてい
ること、評価できる。

ただ、本当に情報が必要な女性
のもとに、それらがなかなか届
きにくい実情を踏まえ、スー
パーやコンビニ他、目につき易
い場所への掲示や学校での配布
等、一層の工夫を願いたい。

それは、セーフティネットの存
在を知らせ、困難な状況にある
人を決して孤立させないため
に、不可欠な努力だと考える。

②については、WESSの存在そ
のものが、大きな役割を果たし
ている。③にも関わるが、ワン
ストップの支援を提供できる場
が創設され、生かしている意味
は極めて大きい。この場をさら
に生かすよう、一層のネット
ワークの構築とこの場の広報を
期待する。また、継続相談や再
相談の増加など、つながりがで
きたことを示唆する状況である
ことも高く評価できる。

相談体制の充実にはもう1点、
相談員の意識啓発とスキルアッ
プが重要である。ジェンダー不
平等が根強い私たちの社会で
は、研ぎ澄まされた問題意識を
持っていなければ社会常識に流
されることも稀ではない。やっ
との思いで相談に来た女性が、
適切な相談対応を受けられるよ
う、相談員の自己研鑽に任せる
だけでなく、研修支援を今後も
積極的に実施いただきたいし、
力量ある相談員を育成するため
に、身分保障も必要である。

③については、男女共同参画社
会が、横断的な視点なくしては
実現しえない課題であることを
考慮し、様々な部署との連携を
模索し実現している点、評価で
きる。

具体的な解決への道は連携がな
ければ成り立たない。ジェン
ダー不平等が根深いため気づき
の機会が必要で、適切な連携を
実現できるために、一層の気づ
きをもたらす職員研修を望みた
い。

女性である
ことで複合
的に困難な
状況に置か
れている
人々への対
策を進める

③複合的な
課題に関す
る対応

方
針
2
　
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
る
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

施策2


